
判 例 研 究

69

〔
判
示
事
項
〕

一　

事
故
の
発
生
に
つ
い
て
の
立
証
責
任
は
、
保
険
給
付
請
求
者
側

に
あ
る
。

二　
「
急
激
」
と
は
、
原
因
か
ら
結
果
に
至
る
過
程
に
お
い
て
、
結

果
の
発
生
を
避
け
得
な
い
程
度
に
急
迫
し
た
状
態
を
意
味
す
る
も

の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

三　

複
数
の
転
倒
事
故
を
一
連
の
も
の
と
捉
え
た
も
の
が
傷
害
保
険

の
「
不
慮
の
事
故
」
に
該
当
し
な
い
。

〔
参
照
条
文
〕

　

保
険
法
二
条
・
三
五
条
・
六
六
条

〔
事
案
の
概
要
〕

　

本
件
は
、
①
原
告
Ｘ1

（
昭
和
一
六
年
生
ま
れ
の
男
性
。
以
下
、

「
Ｘ1

」
と
い
う
。）
が
、
平
成
六
年
一
月
一
日
、
被
告
Ｙ
（
生
命
保
険

業
等
を
目
的
と
す
る
生
命
保
険
株
式
会
社
。
以
下
、「
Ｙ
保
険
会
社
」

と
い
う
。）
と
の
間
で
自
己
を
被
保
険
者
と
し
て
、
災
害
保
険
金
額

を
一
〇
〇
〇
万
円
と
す
る
傷
害
特
約
付
生
命
保
険
契
約
（
以
下
、

「
本
件
保
険
契
約
1
」
と
い
う
。）
を
締
結
し
た
後
、
不
慮
の
転
倒
事

故
に
遭
っ
て
傷
害
を
負
い
、
そ
れ
を
直
接
の
原
因
と
す
る
障
害
状
態

に
な
っ
た
と
主
張
し
て
、
Ｙ
保
険
会
社
に
対
し
、
本
件
保
険
契
約
1

の
傷
害
特
約
に
基
づ
く
障
害
給
付
金
と
し
て
五
〇
〇
万
円
お
よ
び
こ

れ
に
対
す
る
遅
延
損
害
金
の
支
払
を
求
め
、
ま
た
、
上
記
障
害
状
態

複
数
の
転
倒
事
故
の
一
連
性
と
不
慮
の
事
故
の
急
激
性
要
件
等

〔
商
法　

六
四
六
〕

判
例
研
究

（
東
京
地
判
令
和
元
年
一
二
月
二
五
日
、
平
成
二
八
（
ワ
）
二
八
九
八
六
号

保
険
金
等
請
求
事
件
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12258022; D
1-Law

29058326

）
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が
本
件
保
険
契
約
1
の
保
険
料
払
込
免
除
事
由
に
当
た
る
こ
と
か
ら
、

不
当
利
得
返
還
請
求
権
に
基
づ
き
、
上
記
障
害
状
態
に
な
っ
た
後
に

Ｙ
保
険
会
社
に
支
払
っ
た
保
険
料
相
当
額
で
あ
る
二
〇
五
万
七
三
三

〇
円
の
支
払
を
求
め
る
と
と
も
に
、
本
件
保
険
契
約
1
の
保
険
料
払

込
み
の
免
除
を
受
け
て
い
る
こ
と
の
確
認
を
求
め
、
②
原
告
Ｘ2

株
式

会
社
（
以
下
、「
Ｘ2

」
と
い
い
、
Ｘ1

と
Ｘ2

を
併
せ
て
「
Ｘ
ら
」
と
い

う
。）
が
、
平
成
六
年
一
月
一
日
、
Ｙ
保
険
会
社
と
の
間
で
、
被
保

険
者
を
Ｘ1

と
し
て
、
保
険
金
額
を
四
〇
〇
〇
万
円
と
す
る
災
害
割
増

特
約
付
生
命
保
険
契
約
（
以
下
、「
本
件
保
険
契
約
2
」
と
い
い
、

本
件
保
険
契
約
1
と
併
せ
て
「
本
件
各
保
険
契
約
」
と
い
う
。）
を

締
結
し
て
Ｙ
保
険
会
社
に
保
険
料
を
支
払
っ
た
が
、
Ｘ1

の
上
記
障
害

状
態
が
本
件
保
険
契
約
2
の
保
険
料
払
込
免
除
事
由
に
当
た
る
こ
と

か
ら
、
Ｙ
保
険
会
社
に
対
し
、
不
当
利
得
返
還
請
求
権
に
基
づ
き
、

Ｘ1

が
上
記
障
害
状
態
に
な
っ
た
後
に
Ｘ2

が
Ｙ
保
険
会
社
に
支
払
っ
た

保
険
料
相
当
額
で
あ
る
三
一
一
万
五
三
八
〇
円
の
支
払
を
求
め
た
事

案
で
あ
る
。
な
お
、
Ｘ1

は
、
本
件
各
保
険
契
約
が
締
結
さ
れ
た
当
時
、

Ｘ2

の
代
表
取
締
役
を
務
め
て
い
た
。

〔
前
提
事
実
〕

1
．
傷
害
特
約
の
規
定

　

本
件
保
険
契
約
1
に
付
さ
れ
て
い
る
傷
害
特
約
（
以
下
、「
本
件

傷
害
特
約
」
と
い
う
。）
に
お
い
て
、
次
の
内
容
が
定
め
ら
れ
て
い

る
。

　
（
1
）
被
保
険
者
が
責
任
開
始
時
（
注
：
平
成
六
年
一
月
）
以
後

に
発
生
し
た
不
慮
の
事
故
に
よ
る
傷
害
を
直
接
の
原
因
と
し
て
、
そ

の
事
故
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
八
〇
日
以
内
で
、
か
つ
、
こ
の
特
約

の
保
険
期
間
中
に
障
害
状
態
に
な
っ
た
と
き
は
、
障
害
給
付
金
と
し

て
、
災
害
保
険
金
額
に
そ
の
身
体
障
害
の
状
態
が
該
当
す
る
種
目
に

対
応
す
る
給
付
割
合
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
金
額
を
支
払
う
。

　
（
2
）
上
記
（
1
）
の
「
不
慮
の
事
故
」
と
は
、「
急
激
か
つ
偶
発

的
な
外
来
の
事
故
（
た
だ
し
、
疾
病
又
は
体
質
的
な
要
因
を
有
す
る

者
が
軽
微
な
外
因
に
よ
り
発
症
し
又
は
そ
の
症
状
が
増
悪
し
た
と
き

に
は
、
そ
の
軽
微
な
外
因
は
急
激
か
つ
偶
発
的
な
外
来
の
事
故
と
は

み
な
さ
な
い
。）
で
、
か
つ
、
昭
和
五
三
年
一
二
月
一
五
日
行
政
管

理
庁
告
示
第
七
三
号
に
定
め
ら
れ
た
分
類
項
目
中
所
定
の
も
の
と
す

る
（
同
分
類
項
目
の
一
六
に
は
「
そ
の
他
の
不
慮
の
事
故
」
が
あ

る
。）」。

　
（
3
）
上
記
（
1
）
の
「
身
体
障
害
の
状
態
」
の
一
つ
と
し
て

「
脊
柱
に
著
し
い
奇
形
又
は
著
し
い
運
動
障
害
を
永
久
に
残
す
も
の
」

（
三
級
一
七
号
）
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
対
応
す
る
給
付
割

合
は
五
〇
％
で
あ
る
。

　
「
脊
柱
の
著
し
い
奇
形
」
と
は
、「
脊
柱
の
奇
形
が
通
常
の
衣
服
を
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着
用
し
て
も
外
部
か
ら
見
て
明
ら
か
に
分
か
る
程
度
以
上
の
も
の
を

い
い
」、「
脊
柱
の
著
し
い
運
動
障
害
」
と
は
、「
頸
椎
に
お
け
る
完

全
強
直
の
場
合
、
又
は
胸
椎
以
下
に
お
け
る
前
後
屈
、
左
右
屈
及
び

左
右
回
旋
の
三
種
の
運
動
の
う
ち
、
二
種
以
上
の
運
動
が
生
理
的
範

囲
の
二
分
の
一
以
下
に
制
限
さ
れ
た
場
合
を
い
う
」。

　
（
4
）
保
険
契
約
者
は
、
被
保
険
者
が
責
任
開
始
時
以
後
に
発
生

し
た
不
慮
の
事
故
に
よ
る
傷
害
を
直
接
の
原
因
と
し
て
、
そ
の
事
故

の
日
か
ら
起
算
し
て
一
八
〇
日
以
内
で
、
か
つ
、
こ
の
特
約
の
保
険

期
間
中
に
障
害
状
態
に
な
っ
た
と
き
は
、
そ
の
直
後
に
到
来
す
る
払

込
期
日
以
後
の
保
険
料
払
込
義
務
を
免
除
さ
れ
、
そ
れ
以
後
払
込
期

日
に
属
す
る
契
約
応
当
日
ご
と
に
所
定
の
保
険
料
が
払
い
込
ま
れ
た

も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
。

2
．
Ｘ1

に
よ
る
医
療
機
関
の
受
診
お
よ
び
同
受
診
に
係
る
医
療
記
録

の
記
載

　
（
1
）
Ｘ1

は
、
平
成
二
四
年
六
月
一
八
日
、
Ａ
大
学
病
院
整
形
外

科
を
初
め
て
受
診
し
た
。
同
病
院
整
形
外
科
の
医
師
Ｂ
が
作
成
し
た

初
診
記
録
に
は
、
以
下
の
記
載
が
あ
る
。

　
（
ア
）
主
訴
：
腰
痛

　
（
イ
）
現
病
歴
：
平
成
二
四
年
二
月
二
〇
日
に
重
い
荷
物
を
持
ち

転
倒
し
受
傷
し
た
。
近
医
整
形
外
科
Ｃ
で
ぎ
っ
く
り
腰
と
い
わ

れ
内
服
加
療
と
な
っ
た
。
一
時
改
善
し
た
も
の
の
、
二
週
前
か

ら
再
び
無
理
を
し
て
症
状
出
現
し
受
診
。

　
（
ウ
）
腰
痛
：K

nocking pain

－

、
筋
性
の
疼
痛
＋
、
下
肢
症

状
－

　
（
エ
）
Ｘ
ｐ
：
Ｌ
5
圧
迫
骨
折
＋
（
注
：
第
五
腰
椎
圧
迫
骨
折
の

意
味
）

　
（
2
）
Ａ
大
学
病
院
整
形
外
科
の
医
師
Ｄ
が
平
成
二
四
年
一
〇
月

二
四
日
付
け
で
作
成
し
た
「
身
体
障
害
者
診
断
書
・
意
見
書
（
肢
体

不
自
由
用
）」
に
は
、
以
下
の
記
載
が
あ
る
。

　
（
ア
）
障
害
名
：
体
幹
運
動
機
能
障
害

　
（
イ
）
原
因
と
な
っ
た
疾
病
・
外
傷
名
：
腰
椎
圧
迫
骨
折
（
外
傷
）

　
（
ウ
）
疾
病
・
外
傷
発
生
年
月
日
：
平
成
二
四
年
二
月
二
〇
日

　
（
エ
）
参
考
と
な
る
経
過
・
現
症
：

　

平
成
二
四
年
二
月
二
〇
日
に
重
い
荷
物
を
持
ち
転
倒
し
受
傷

し
た
。
近
医
整
形
外
科
Ｃ
で
ぎ
っ
く
り
腰
と
い
わ
れ
内
服
加
療

と
な
っ
た
。
一
時
改
善
し
た
も
の
の
、
二
週
前
か
ら
再
び
無
理

を
し
て
症
状
出
現
し
受
診
。
腰
椎
圧
迫
骨
折
の
診
断
で
コ
ル
セ

ッ
ト
装
着
し
保
存
加
療
と
な
っ
た
。
現
在
投
下
通
院
中
。

　
（
オ
）
総
合
所
見
：
上
記
よ
り
、
体
幹
機
能
の
著
し
い
障
害
の
た

め
第
五
級
に
相
当
す
る
。

　
（
カ
）
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
一
五
条
第
三
項
の
意
見
：
障
害
の

程
度
は
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
別
表
に
掲
げ
る
障
害
に
該
当
す
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る
。

　

障
害
程
度
等
級
に
つ
い
て
の
参
考
意
見
：
五
級
相
当
（
体
幹

五
級
）

　
（
3
）
Ａ
大
学
病
院
整
形
外
科
の
医
師
Ｅ
が
平
成
二
六
年
七
月
一

一
日
付
け
で
作
成
し
た
Ｙ
保
険
会
社
宛
て
の
「
障
害
診
断
書
」
に
は
、

以
下
の
記
載
が
あ
る
。

　
（
ア
）
傷
病
名
：
胸
腰
椎
多
発
圧
迫
骨
折
、
腰
部
脊
柱
管
狭
窄
症

　
（
イ
）
上
記
（
ア
）
の
原
因
：
骨
粗
鬆
症
（
医
師
推
定
）

　
（
ウ
）
障
害
の
部
位
：
胸
椎
症

　
（
エ
）
受
傷
日
：
二
〇
一
二
年
（
平
成
二
四
年
）
六
月
（
患
者
申

告
）

　
（
オ
）
初
診
日
：
二
〇
一
二
年
（
平
成
二
四
年
）
六
月
一
八
日

　
（
カ
）
今
回
の
受
傷
か
ら
初
診
ま
で
の
経
過
、
初
診
時
の
主
訴
・

所
見
お
よ
び
そ
の
後
の
経
過
、
障
害
状
態
の
詳
細
：

　

二
〇
一
二
年
（
平
成
二
四
年
）
二
月
二
〇
日
重
い
荷
物
を
持

ち
、
転
倒
し
受
傷
。
近
医
整
形
外
科
Ｃ
で
ぎ
っ
く
り
腰
と
い
わ

れ
内
服
加
療
と
な
っ
た
。
一
時
改
善
し
た
も
の
の
、
六
月
上
旬

再
び
無
理
を
し
て
症
状
出
現
し
受
診
。
上
記
診
断
に
て
コ
ル
セ

ッ
ト
、
内
服
、
外
用
に
て
加
療
を
開
始
。
一
〇
月
一
七
日
よ
り

テ
リ
パ
ラ
チ
ド
治
療
（
テ
リ
ボ
ン
皮
下
注
射
）
を
開
始
し
、
七

二
回
施
行
で
テ
リ
パ
ラ
チ
ド
治
療
終
了
。
今
後
は
プ
ラ
リ
ア
治

療
を
施
行
予
定
。

　
（
キ
）
脊
柱
障
害
：
変
形
障
害
―
通
常
の
衣
服
を
着
用
し
て
も
外

部
か
ら
見
て
、
明
ら
か
に
わ
か
る
。

　
（
ク
）
回
復
の
可
能
性
と
症
状
の
固
定
に
つ
い
て
の
意
見
：
脊
椎

変
形
は
残
存
す
る
も
の
と
考
え
る
。

　
（
4
）
Ａ
大
学
病
院
整
形
外
科
の
医
師
Ｆ
が
平
成
二
八
年
三
月
七

日
付
け
で
作
成
し
た
Ｙ
保
険
会
社
宛
て
の
「
障
害
診
断
書
」
に
は
、

以
下
の
記
載
が
あ
る
。

　
（
ア
）
傷
病
名
：
胸
腰
椎
多
発
圧
迫
骨
折
、
腰
部
脊
柱
管
狭
窄
症

　
（
イ
）
上
記
（
ア
）
の
原
因
：
転
倒
（
傷
害
）
に
よ
る
外
因
（
患

者
申
告
）

　
（
ウ
）
障
害
の
部
位
：
胸
腰
椎

　
（
エ
）
受
傷
日
：
二
〇
一
二
年
（
平
成
二
四
年
）
三
月
五
日
（
患

者
申
告
）

　
（
オ
）
初
診
日
：
二
〇
一
二
年
（
平
成
二
四
年
）
六
月
一
八
日

　
（
カ
）
今
回
の
受
傷
か
ら
初
診
ま
で
の
経
過
、
初
診
時
の
主
訴
・

所
見
お
よ
び
そ
の
後
の
経
過
、
障
害
状
態
の
詳
細
：

　

二
〇
一
二
年
（
平
成
二
四
年
）
三
月
五
日
犬
の
散
歩
中
に
転

倒
し
受
傷
。
近
医
整
形
外
科
Ｃ
で
ぎ
っ
く
り
腰
と
い
わ
れ
内
服

加
療
と
な
っ
た
。
一
時
改
善
し
た
も
の
の
、
六
月
上
旬
再
び
無

理
を
し
て
症
状
出
現
し
受
傷
。
上
記
診
断
に
て
コ
ル
セ
ッ
ト
、
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内
服
、
外
用
に
て
加
療
を
開
始
。
一
〇
月
一
七
日
よ
り
テ
リ
バ

ラ
チ
ド
治
療
（
テ
リ
ボ
ン
皮
下
注
射
）
を
開
始
し
、
七
二
回
施

行
で
テ
リ
バ
ラ
チ
ド
治
療
終
了
。
今
後
は
ブ
ラ
リ
ア
治
療
を
継

続
予
定
。

　
（
キ
）　

脊
柱
障
害
：
変
形
障
害
―
通
常
の
衣
服
を
着
用
し
て
も
外

部
か
ら
見
て
、
明
ら
か
に
わ
か
る
。

　
（
ク
）　

回
復
の
可
能
性
と
症
状
の
固
定
に
つ
い
て
の
意
見
：
脊
椎

変
形
は
残
存
す
る
も
の
と
考
え
る
。

〔
認
定
事
実
〕

　
（
1
）
Ｘ1

は
、
平
成
二
五
年
二
月
一
〇
日
、
Ａ
大
学
病
院
整
形
外

科
を
受
診
し
た
。
同
日
の
看
護
記
録
に
は
、
Ｘ1

が
本
件
転
倒
2
（
次

ペ
ー
ジ
参
照
）
に
つ
い
て
申
告
し
て
い
た
旨
の
記
載
が
あ
る
。

　
（
2
）
Ｘ1

は
、
平
成
二
五
年
一
一
月
一
三
日
、
本
件
転
倒
2
を
理

由
と
し
て
、
Ｇ
生
命
保
険
株
式
会
社
と
の
間
で
締
結
し
て
い
た
生
命

保
険
契
約
に
つ
い
て
、
保
険
料
払
込
み
の
免
除
を
受
け
た
。

　
（
3
）
Ｘ1

は
、
Ｙ
保
険
会
社
に
提
出
す
る
た
め
、
本
件
転
倒
2
の

事
実
お
よ
び
平
成
二
四
年
八
月
三
一
日
に
自
宅
二
階
ト
イ
レ
内
で
転

倒
し
た
旨
を
記
載
し
た
平
成
二
五
年
一
一
月
二
〇
日
付
け
の
事
故
状

況
報
告
書
を
作
成
し
、
ま
た
、
同
年
一
二
月
に
は
、
本
件
転
倒
1

（
次
ペ
ー
ジ
参
照
）
の
記
載
の
あ
る
Ａ
大
学
病
院
整
形
外
科
の
医
師

Ｈ
作
成
の
同
月
一
三
日
付
け
「
障
害
診
断
書
」
を
Ｙ
保
険
会
社
に
送

付
す
る
な
ど
し
た
。

　

Ｘ1

は
、
平
成
二
六
年
一
月
一
七
日
、
本
件
保
険
契
約
1
の
本
件
傷

害
特
約
に
基
づ
く
障
害
給
付
金
請
求
に
係
る
事
実
確
認
の
面
談
を
生

保
リ
サ
ー
チ
会
社
Ｉ
の
従
業
員
と
行
っ
た
が
（
そ
の
面
談
記
録
で
は
、

本
件
転
倒
1
お
よ
び
2
な
ら
び
に
上
記
の
平
成
二
四
年
八
月
三
一
日

の
自
宅
ト
イ
レ
内
の
転
倒
に
関
し
て
Ｘ1

が
申
告
し
た
旨
の
記
載
が
あ

る
。）、
同
年
七
月
頃
ま
で
に
、
Ｙ
保
険
会
社
か
ら
、
本
件
骨
折
（
次

ペ
ー
ジ
参
照
）
の
原
因
が
事
故
と
特
定
で
き
な
い
こ
と
や
、
本
件
骨

折
は
骨
粗
し
ょ
う
症
が
原
因
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
な
ど
の
理
由
に
よ

り
、
上
記
障
害
給
付
金
は
支
払
不
可
で
あ
る
旨
の
回
答
を
受
け
た
。

　
（
4
）
Ｘ1

は
、
平
成
二
七
年
三
月
頃
、
本
件
保
険
契
約
1
の
本
件

傷
害
特
約
に
基
づ
く
障
害
給
付
金
請
求
に
関
し
て
、
Ｊ
協
会
の
生
命

保
険
相
談
所
の
裁
定
審
査
会
（
以
下
、
単
に
「
裁
定
審
査
会
」
と
い

う
。）
に
申
立
て
を
行
っ
た
が
、
本
件
事
故
1
（
次
ペ
ー
ジ
参
照
）

に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
な
お
、
Ｘ1

が
裁
定
審
査
会
に

提
出
す
る
た
め
に
作
成
し
た
同
年
六
月
二
四
日
付
け
の
「
反
論
書
」

と
題
す
る
書
面
で
は
、
本
件
転
倒
1
お
よ
び
2
な
ら
び
に
上
記

（
3
）
の
平
成
二
四
年
八
月
三
一
日
の
自
宅
ト
イ
レ
内
の
転
倒
に
つ

い
て
記
載
さ
れ
、
Ａ
大
学
病
院
整
形
外
科
の
医
師
Ｅ
が
作
成
し
た
平

成
二
六
年
七
月
一
一
日
付
け
「
障
害
診
断
書
」
の
受
傷
日
欄
の
「
二

〇
一
二
年
六
月
（
患
者
申
告
）」
と
い
う
記
載
に
関
し
て
、
六
月
と
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は
申
告
し
て
い
な
い
旨
述
べ
る
記
載
が
あ
り
、
ま
た
、
Ｘ1

が
同
病
院

整
形
外
科
の
医
師
Ｆ
宛
て
に
送
付
し
た
書
簡
に
も
、
実
際
の
受
傷
日

は
平
成
二
四
年
三
月
五
日
で
あ
る
と
し
て
上
記
受
傷
日
欄
の
記
載
の

訂
正
を
依
頼
す
る
旨
の
記
載
が
あ
る
。

〔
争
点
お
よ
び
双
方
の
主
張
〕

　

本
件
の
争
点
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

①
Ｘ1

は
、
不
慮
の
事
故
に
よ
り
傷
害
を
負
っ
た
か
。

　

②
Ｘ1

は
、
不
慮
の
事
故
に
よ
る
傷
害
を
直
接
の
原
因
と
し
て
障
害

状
態
と
な
っ
た
か
。

　

③
Ｘ1

の
障
害
給
付
金
請
求
に
係
る
遅
延
損
害
金
の
起
算
日
は
い
つ

か
。

　

④
Ｘ1

の
確
認
の
訴
え
に
つ
い
て
、
確
認
の
利
益
は
あ
る
か
。

　

争
点
の
う
ち
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
の
は
主
に
争
点
①
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
の
当
事
者
の
主
張
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

1
．
Ｘ
ら
の
主
張

　
（
1
）
Ｘ1

は
、
平
成
二
四
年
六
月
上
旬
頃
、
自
宅
に
お
い
て
、
二

階
か
ら
一
階
へ
階
段
を
下
り
て
い
た
と
こ
ろ
、
下
か
ら
一
段
目
の
段

を
踏
み
外
し
て
転
倒
、
落
下
し
一
階
の
床
に
臀
部
を
打
ち
付
け
た

（
以
下
、「
本
件
事
故
1
」
と
い
う
。）。

　
（
2
）
Ｘ1

は
、
本
件
事
故
1
に
先
立
ち
、
平
成
二
四
年
中
に
以
下

の
と
お
り
二
回
転
倒
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
ら
の
計
三
回
の
転
倒

は
一
連
の
も
の
で
あ
り
、
一
個
の
事
故
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
る

（
以
下
、「
本
件
事
故
2
」
と
い
う
。）。

　

①
Ｘ1

は
、
平
成
二
四
年
二
月
二
〇
日
、
Ｘ2

の
業
務
と
し
て
、
重
さ

二
〇
～
三
〇
ｋ
ｇ
の
ケ
ー
ブ
ル
が
入
っ
た
ケ
ー
ス
を
業
務
委
託
先
の

家
に
運
搬
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
そ
の
家
の
玄
関
先
に
お
い
て
、
体
勢

を
崩
し
て
後
方
に
倒
れ
込
み
、
臀
部
を
地
面
に
打
ち
付
け
た
（
以
下
、

「
本
件
転
倒
1
」
と
い
う
。）。

　

②
Ｘ1

は
、
平
成
二
四
年
三
月
五
日
午
前
九
時
頃
、
ペ
ッ
ト
の
犬
の

散
歩
中
、
犬
に
リ
ー
ド
を
引
っ
張
ら
れ
、
階
段
の
段
差
を
踏
み
外
し

て
後
方
に
向
か
っ
て
転
倒
し
、
腰
部
を
段
差
に
打
ち
付
け
た
（
以
下
、

「
本
件
転
倒
2
」
と
い
う
。）。

　
（
3
）
Ｘ1

は
、
本
件
事
故
1
ま
た
は
本
件
事
故
2
に
よ
り
、
第
五

腰
椎
圧
迫
骨
折
（
以
下
、「
本
件
骨
折
」
と
い
う
。）
の
傷
害
を
負
っ

た
。
本
件
骨
折
は
、
本
件
傷
害
特
約
に
お
け
る
「
不
慮
の
事
故
に
よ

る
傷
害
」
に
当
た
る
。

2
．
Ｙ
保
険
会
社
の
主
張

　
（
1
）
Ｘ
ら
の
主
張
は
い
ず
れ
も
否
認
す
る
。
本
件
事
故
1
は
存

在
し
な
い
。
本
件
転
倒
1
お
よ
び
2
も
存
在
し
な
い
か
ら
、
そ
れ
ら

と
一
連
の
本
件
事
故
1
と
併
せ
て
一
個
の
事
故
だ
と
い
う
本
件
事
故

2
も
存
在
し
な
い
。
そ
も
そ
も
、
本
件
事
故
2
は
、
実
際
に
は
四
か

月
も
の
長
期
間
に
発
生
し
た
と
い
う
複
数
の
事
故
を
ま
と
め
た
だ
け
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の
も
の
で
あ
る
か
ら
、「
不
慮
の
事
故
」
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
。

　
（
2
）
Ｘ1

は
骨
粗
し
ょ
う
症
に
罹
患
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
本

件
骨
折
は
骨
粗
し
ょ
う
症
が
原
因
で
あ
る
。

〔
判　

旨
〕　

一
部
却
下
、
一
部
棄
却

1
．
争
点
①
（
Ｘ1

は
、
不
慮
の
事
故
に
よ
り
傷
害
を
負
っ
た
か
）
に

つ
い
て

（
1
）
本
件
事
故
1
に
つ
い
て

　
「
Ｘ1

は
、
本
人
尋
問
に
お
い
て
、
本
件
転
倒
1
、
本
件
転
倒
2
及

び
本
件
事
故
1
の
中
で
は
本
件
事
故
1
が
最
も
痛
み
が
強
く
、
平
成

二
四
年
六
月
一
八
日
に
Ａ
大
学
病
院
整
形
外
科
を
受
診
し
た
際
に
も

本
件
事
故
1
に
つ
い
て
申
告
し
て
い
た
旨
供
述
す
る
。
し
か
し
、
認

定
事
実
の
と
お
り
、
本
件
事
故
1
が
あ
っ
た
と
い
う
平
成
二
四
年
六

月
か
ら
平
成
二
八
年
八
月
に
本
件
訴
訟
を
提
起
す
る
ま
で
の
間
、
医

療
機
関
の
記
録
、
保
険
金
請
求
後
の
Ｉ
職
員
と
の
面
談
及
び
裁
定
審

査
会
で
の
問
答
な
ど
で
、
Ｘ1

が
本
件
事
故
1
に
つ
い
て
申
告
し
た
こ

と
が
窺
わ
れ
る
証
拠
は
一
切
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
本
件

事
故
1
が
あ
っ
た
と
い
う
Ｘ1

の
主
張
及
び
こ
れ
に
沿
う
上
記
供
述
に

重
大
な
疑
問
を
差
し
挟
む
も
の
と
し
て
評
価
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
特

に
、
Ｘ1

が
平
成
二
四
年
六
月
一
八
日
に
Ａ
大
学
病
院
整
形
外
科
で
本

件
事
故
1
に
つ
い
て
具
体
的
な
態
様
や
機
序
を
含
め
て
申
告
し
て
い

た
と
す
れ
ば
、
医
師
が
そ
れ
を
診
療
録
に
記
載
す
る
の
が
通
常
と
い

え
、
少
な
く
と
も
、
本
件
事
故
1
に
つ
い
て
『
無
理
を
し
て
』
と
表

現
す
る
と
は
到
底
考
え
難
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
か
え
っ
て
、
認
定
事

実
の
と
お
り
、
原
告
Ｘ1

自
身
、
裁
定
審
査
会
の
手
続
の
過
程
に
お
い

て
平
成
二
四
年
六
月
に
受
傷
し
た
と
い
う
事
実
に
つ
い
て
否
定
す
る

言
動
を
し
て
い
る
こ
と
は
、
本
件
事
故
1
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
推

認
さ
せ
る
根
拠
に
も
な
り
得
る
も
の
で
あ
る
。」

　
「
ま
た
、
本
件
保
険
契
約
1
の
本
件
傷
害
特
約
に
基
づ
く
障
害
給

付
金
の
請
求
を
Ｘ1

に
代
わ
っ
て
行
っ
て
い
た
証
人
Ｋ
（
Ｘ1

の
妻
）
は
、

自
身
の
保
険
代
理
店
で
の
勤
務
経
験
も
踏
ま
え
、
本
件
事
故
1
は
自

宅
に
お
け
る
目
撃
者
の
い
な
い
事
故
で
あ
っ
て
客
観
的
な
証
拠
が
な

い
か
ら
あ
え
て
申
告
せ
ず
、
本
件
転
倒
1
及
び
本
件
転
倒
2
を
理
由

と
し
た
な
ど
と
供
述
す
る
が
、
本
件
骨
折
の
原
因
と
な
っ
た
事
故
を

そ
の
ま
ま
記
載
す
べ
き
箇
所
に
上
記
の
よ
う
な
恣
意
的
な
選
択
に
基

づ
く
記
載
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
自
体
が
、
本
件
事
故
1
の
存
在
に
係

る
上
記
供
述
の
信
用
性
を
低
下
さ
せ
る
事
情
と
い
う
べ
き
で
あ
る
し
、

証
人
Ｋ
の
供
述
の
内
容
自
体
を
み
て
も
、
合
理
的
な
も
の
と
は
い
い

難
い
。」

　
「
以
上
の
と
お
り
、
本
件
事
故
1
の
存
在
を
窺
わ
せ
る
客
観
的
な

証
拠
は
一
切
な
く
、
Ｘ1

本
人
及
び
証
人
Ｋ
の
各
供
述
は
、
年
齢
等
に

よ
る
記
憶
の
減
退
や
混
同
が
あ
り
得
る
こ
と
を
十
分
考
慮
し
て
も
信
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用
に
足
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
ほ
か
、
本
件
事
故
1
が
あ
っ
た
と

認
め
る
に
足
り
る
証
拠
は
な
い
。」

（
2
）
本
件
事
故
2
に
つ
い
て

　
「
Ｘ
ら
は
、
本
件
転
倒
1
及
び
2
が
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
て
『
不
慮

の
事
故
』
に
当
た
る
と
は
主
張
せ
ず
、
こ
れ
ら
と
本
件
事
故
1
を
一

連
の
も
の
と
し
て
捉
え
た
も
の
を
本
件
事
故
2
と
し
、
こ
れ
が
『
不

慮
の
事
故
』
に
当
た
る
と
主
張
し
て
い
る
。

　

そ
こ
で
検
討
す
る
に
、『
不
慮
の
事
故
』
と
は
、
急
激
か
つ
偶
発

的
な
外
来
の
事
故
を
い
う
と
こ
ろ
、『
急
激
』
と
は
、
原
因
か
ら
結

果
に
至
る
過
程
に
お
い
て
、
結
果
の
発
生
を
避
け
得
な
い
程
度
に
急

迫
し
た
状
態
を
意
味
す
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
そ
し

て
、
原
告
ら
の
主
張
に
よ
っ
て
も
、
本
件
転
倒
1
と
本
件
転
倒
2
に

は
約
二
週
間
、
本
件
転
倒
2
と
本
件
事
故
1
に
は
約
三
か
月
も
の
間

隔
が
あ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
、
Ｘ1

が
転
倒
し
た
と
い
う
態
様
や
同
転

倒
に
至
る
経
緯
も
全
く
異
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
に
相
互
の

関
連
性
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
ほ
か
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ

ら
を
一
連
の
も
の
と
捉
え
て
、
原
因
か
ら
結
果
に
至
る
過
程
に
お
い

て
、
結
果
の
発
生
を
避
け
得
な
い
程
度
に
急
迫
し
た
状
態
と
観
念
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
よ
っ
て
、
本
件
転
倒
1
、
本
件
転
倒
2
及
び

本
件
事
故
1
を
一
連
の
も
の
と
し
た
本
件
事
故
2
は
、
そ
も
そ
も

『
不
慮
の
事
故
』
に
は
当
た
ら
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」。

（
3
）
ま
と
め

　
「
以
上
の
と
お
り
、
本
件
事
故
1
が
あ
っ
た
と
は
認
め
ら
れ
ず
、

本
件
事
故
2
は
そ
も
そ
も
『
不
慮
の
事
故
』
に
当
た
ら
な
い
。
よ
っ

て
、
本
件
骨
折
は
不
慮
の
事
故
に
よ
る
傷
害
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
Ｘ1

が
不
慮
の
事
故
に
よ
り
傷
害
を
負
っ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。」

2
．
争
点
④
（
Ｘ1

の
確
認
の
訴
え
に
つ
い
て
、
確
認
の
利
益
は
あ
る

か
）
に
つ
い
て

　
「
Ｙ
保
険
会
社
は
、
Ｘ1

の
本
件
保
険
契
約
1
の
本
件
傷
害
特
約
に

基
づ
く
障
害
給
付
金
請
求
が
認
容
さ
れ
た
場
合
、
す
な
わ
ち
、
当
裁

判
所
に
お
い
て
、
Ｘ1

が
不
慮
の
事
故
に
よ
る
傷
害
を
直
接
の
原
因
と

し
て
、
そ
の
事
故
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
八
〇
日
以
内
で
、
か
つ
、

本
件
保
険
契
約
1
の
保
険
期
間
中
に
障
害
状
態
に
な
っ
た
と
認
定
し

た
場
合
に
は
、
Ｘ1

に
対
し
て
保
険
料
払
込
み
の
免
除
も
行
う
こ
と
に

な
る
旨
を
一
貫
し
て
主
張
し
て
い
る
（
当
裁
判
所
に
顕
著
な
事
実
）。

こ
の
こ
と
に
照
ら
す
と
、
Ｘ1

に
つ
い
て
、
上
記
障
害
給
付
金
請
求
権

の
存
否
及
び
既
払
の
保
険
料
に
係
る
不
当
利
得
返
還
請
求
権
の
存
否

と
は
別
に
、
保
険
料
払
込
み
の
免
除
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て

判
決
を
も
っ
て
確
認
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
現
在
の
危
険
が
生
じ

て
い
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

　

し
た
が
っ
て
、
Ｘ1

の
確
認
の
訴
え
は
、
確
認
の
利
益
を
欠
く
も
の

と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」
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3
．
結
論

　
「
以
上
の
次
第
で
、
Ｘ1

の
訴
え
の
う
ち
、
Ｘ1

が
本
件
保
険
契
約
1

に
つ
い
て
保
険
料
払
込
み
の
免
除
を
受
け
て
い
る
こ
と
の
確
認
を
求

め
る
部
分
は
確
認
の
利
益
が
な
い
か
ら
こ
れ
を
却
下
し
、
そ
の
余
の

訴
え
に
係
る
請
求
は
争
点
②
及
び
③
に
つ
い
て
判
断
す
る
ま
で
も
な

く
理
由
が
な
い
か
ら
こ
れ
ら
を
棄
却
す
る
こ
と
と
し
、
Ｘ2

の
請
求
は

理
由
が
な
い
か
ら
こ
れ
を
棄
却
す
る
こ
と
と
し
て
、
主
文
の
と
お
り

判
決
す
る
。」

〔
研　

究
〕　

結
論
に
賛
成
す
る
。

は
じ
め
に

　

本
件
は
、
主
に
被
保
険
者
に
発
生
し
た
と
さ
れ
る
複
数
の
転
倒
事

故
を
一
括
し
て
一
個
の
事
故
と
す
る
こ
と
が
急
激
性
要
件
を
満
た
し

傷
害
保
険
の
「
不
慮
の
事
故
」
に
該
当
す
る
か
が
争
わ
れ
た
事
案
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
み
ら
れ
な
か
っ
た
裁
判
例
で
あ

る
。

　

相
互
に
関
連
あ
る
同
種
の
複
数
の
事
故
を
一
連
性
の
あ
る
一
個
の

事
故
と
し
て
捉
え
た
場
合
に
不
慮
の
事
故
の
該
当
性
が
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
お
け
る
一
連
性
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

従
前
議
論
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
不
慮
の
事
故
を
構
成
す
る

三
要
件
（
急
激
性
、
偶
然
性
な
い
し
偶
発
性
、
外
来
性
）
の
う
ち
、

急
激
性
要
件
を
主
要
な
争
点
と
し
て
判
示
し
た
最
高
裁
判
例
は
見
当

た
ら
ず
、
下
級
審
裁
判
例
も
多
く
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
事
例

を
研
究
す
る
意
義
が
あ
る
と
考
え
る
（
本
判
決
の
先
行
評
釈
と
し
て

は
、
前
田
修
志
「
判
批
」
保
険
レ
ポ
三
六
二
号
一
―
一
〇
頁
（
二
〇

二
三
）、
野
村
亮
介
「
判
批
」
保
険
レ
ポ
三
六
五
号
一
六
―
二
三
頁

（
二
〇
二
三
）
が
あ
る
）。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
①
転
倒
事
故
の
発
生
、
②
不
慮
の
事
故
の

急
激
性
要
件
、
③
複
数
の
転
倒
事
故
を
一
連
の
も
の
と
し
た
場
合
に

不
慮
の
事
故
に
該
当
す
る
か
、
お
よ
び
、
本
件
で
は
争
わ
れ
て
い
な

い
が
、
④
約
款
上
の
軽
微
な
外
因
条
項
の
適
用
の
順
で
検
討
す
る
こ

と
と
す
る
。

一　

転
倒
事
故
の
発
生
に
つ
い
て

（
1
）
不
慮
の
事
故
発
生
の
立
証
責
任

　

立
証
責
任
と
は
、
訴
訟
に
お
い
て
一
定
の
事
実
の
存
否
が
確
定
さ

れ
て
い
な
い
場
合
に
、
そ
の
存
否
が
確
定
さ
れ
な
い
こ
と
に
よ
り
当

事
者
の
一
方
に
帰
せ
ら
れ
る
不
利
益
ま
た
は
負
担
を
い
い
、
証
明
責

任
、
挙
証
責
任
と
も
い
う
（『
法
律
用
語
辞
典
〔
第
五
版
〕』（
有
斐

閣
・
二
〇
二
〇
））。
い
ず
れ
の
当
事
者
が
立
証
責
任
を
負
う
か
を
定

め
る
の
が
、
立
証
責
任
な
い
し
証
明
責
任
の
分
配
で
あ
る
。
法
規
が

明
文
を
も
っ
て
立
証
責
任
の
分
配
を
定
め
る
こ
と
は
例
外
的
で
あ
り
、
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通
常
は
、
法
規
の
解
釈
に
よ
っ
て
分
配
が
定
め
ら
れ
る
。
民
事
訴
訟

法
上
は
、
原
則
と
し
て
、
権
利
関
係
の
発
生
、
変
更
、
消
滅
等
の
法

律
効
果
が
自
己
に
有
利
に
働
く
当
事
者
が
、
そ
の
法
律
効
果
を
基
礎

づ
け
る
要
件
事
実
に
つ
い
て
立
証
責
任
を
負
う
（
伊
藤
眞
『
民
事
訴

訟
法
〔
第
八
版
〕』（
有
斐
閣
・
二
〇
二
三
）
四
一
一
頁
参
照
）。
こ

れ
は
、
適
切
な
立
証
責
任
の
分
配
に
関
す
る
判
例
法
理
を
確
立
し
た

も
の
で
あ
る
。

　

か
か
る
立
証
責
任
の
分
配
法
理
に
よ
れ
ば
、
傷
害
保
険
の
給
付
事

由
は
保
険
給
付
請
求
者
側
に
立
証
責
任
が
あ
り
、
保
険
者
の
免
責
事

由
は
保
険
者
側
に
立
証
責
任
が
あ
る
（
江
頭
憲
治
郎
「
判
批
」
保
険

法
判
例
百
選
一
九
六
頁
（
二
〇
一
〇
）、
山
下
典
孝
「
判
批
」
金
判

一
五
三
六
号
一
〇
五
頁
以
下
（
二
〇
一
八
）、
潘
阿
憲
『
保
険
法
概

説
〔
第
二
版
〕』（
中
央
経
済
社
・
二
〇
一
八
）
三
〇
八
頁
以
下
等
）。

　

し
た
が
っ
て
、
被
保
険
者
が
不
慮
の
事
故
に
よ
っ
て
そ
の
身
体
に

傷
害
（
死
亡
、
後
遺
障
害
を
含
む
。
以
下
、「
傷
害
等
」
と
い
う
。）

を
被
っ
た
場
合
に
は
、
災
害
保
険
金
請
求
を
す
る
被
保
険
者
側
が
、

事
故
が
発
生
し
た
事
実
、
傷
害
等
を
被
っ
た
こ
と
、
不
慮
の
事
故
を

構
成
す
る
三
要
件
で
あ
る
急
激
性
・
偶
然
性
（
偶
発
性
）・
外
来
性

お
よ
び
そ
れ
ら
と
傷
害
等
と
の
間
に
因
果
関
係
が
あ
る
こ
と
を
立
証

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
解
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
（
最
判
平
成

一
九
年
七
月
六
日
民
集
六
一
巻
五
号
一
九
五
五
頁
、
最
判
平
成
一
九

年
一
〇
月
一
九
日
裁
民
二
二
六
号
一
五
五
頁
、
山
下
典
孝
編
『
ス
タ

ン
ダ
ー
ド
商
法
Ⅲ　
保
険
法
』（
法
律
文
化
社
・
二
〇
一
九
）
二
四
二

頁
等
）。

（
2
）
不
慮
の
事
故
の
発
生
自
体
を
否
定
し
た
裁
判
例

　

以
下
は
、
こ
れ
ま
で
不
慮
の
事
故
の
発
生
自
体
が
争
わ
れ
、
こ
れ

を
否
定
し
た
裁
判
例
で
あ
る
。

　

ア
．
鹿
児
島
地
判
平
成
一
〇
年
六
月
四
日
生
判
一
〇
巻
二
〇
五
頁
。

こ
れ
は
、
被
保
険
者
が
、
漁
船
で
操
業
中
に
横
波
を
受
け
て
左
足
首

を
く
じ
い
た
と
い
う
事
故
に
よ
っ
て
左
下
腿
切
断
に
至
っ
た
と
し
て
、

生
命
保
険
会
社
に
対
し
傷
害
保
険
金
を
請
求
し
た
事
案
で
あ
る
。

　

判
旨
は
、
各
証
拠
に
照
ら
し
て
被
保
険
者
の
供
述
は
信
用
す
る
こ

と
が
で
き
ず
、
被
保
険
者
の
左
下
腿
切
断
が
不
慮
の
事
故
を
直
接
の

原
因
と
す
る
こ
と
を
認
め
る
に
足
り
る
証
拠
は
な
い
と
し
た
。

　

イ
．
静
岡
地
裁
浜
松
支
判
平
成
一
四
年
一
月
二
五
日
生
判
一
四
巻

一
五
頁
。
こ
れ
は
、
被
保
険
者
が
、
自
然
水
を
く
み
と
り
後
、
両
手

に
二
〇
リ
ッ
ト
ル
入
り
ポ
リ
容
器
を
さ
げ
て
歩
行
中
つ
ま
ず
い
て
転

倒
し
、
左
側
頭
部
等
を
強
打
し
た
事
故
に
よ
っ
て
所
定
の
「
脊
柱
に

著
し
い
運
動
障
害
を
永
久
に
残
す
も
の
」
に
該
当
す
る
と
し
て
、
生

命
保
険
会
社
に
対
し
障
害
給
付
金
を
請
求
し
た
事
案
で
あ
る
。

　

判
旨
は
、
本
件
転
倒
事
故
の
目
撃
者
は
見
あ
た
ら
な
い
こ
と
、
被

保
険
者
が
入
院
し
た
際
に
医
師
や
看
護
婦
に
本
件
転
倒
事
故
に
つ
い
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て
説
明
を
し
て
い
る
証
拠
は
な
い
こ
と
、
本
件
事
故
で
左
頭
部
を
角

張
っ
た
砕
石
の
敷
か
れ
た
地
面
に
ま
と
も
に
打
ち
付
け
た
と
供
述
す

る
も
の
の
、
そ
の
際
の
頭
部
の
外
傷
は
な
い
と
も
供
述
し
、
不
自
然

さ
を
ぬ
ぐ
え
な
い
こ
と
、
入
院
時
の
カ
ル
テ
に
も
左
頭
部
に
関
し
て

打
撲
等
の
記
載
は
確
認
で
き
な
い
こ
と
な
ど
の
事
実
を
総
合
的
に
考

慮
す
る
と
、
本
件
転
倒
事
故
が
生
じ
た
こ
と
に
つ
き
証
明
が
な
い
と

い
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
し
た
。

　

ウ
．
神
戸
地
裁
豊
岡
支
判
平
成
一
四
年
三
月
二
八
日
生
判
一
四
巻

一
五
三
頁
。
こ
れ
は
、
死
亡
保
険
金
受
取
人
が
、
被
保
険
者
が
、
自

宅
玄
関
前
で
下
車
し
よ
う
と
し
て
転
倒
す
る
と
い
う
不
慮
の
事
故
で
、

右
大
腿
骨
頸
部
内
側
骨
折
の
傷
害
を
負
い
、
そ
の
骨
折
が
原
因
で
、

肉
体
的
苦
痛
、
精
神
的
苦
痛
に
よ
る
ス
ト
レ
ス
か
ら
自
律
神
経
の
失

調
を
来
し
て
、
脳
出
血
で
死
亡
し
た
と
し
て
、
生
命
保
険
会
社
に
対

し
災
害
保
険
金
を
請
求
し
た
事
案
で
あ
る
。

　

判
旨
は
、
病
院
の
カ
ル
テ
の
記
載
お
よ
び
原
告
本
人
の
供
述
の
不

自
然
さ
に
照
ら
す
と
、
原
告
主
張
の
「
不
慮
の
事
故
」
が
、
真
実
発

生
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
証
拠
上
、
必
ず
し
も
そ
の
立
証
が
あ
っ
た

と
は
認
め
難
い
と
し
た
。

　

エ
．
名
古
屋
高
裁
金
沢
支
判
平
成
一
五
年
八
月
二
七
日
生
判
一
五

巻
五
〇
九
頁
（
原
審
：
金
沢
地
裁
小
松
支
判
平
成
一
五
年
三
月
二
〇

日
生
判
一
五
巻
一
七
八
頁
）。
こ
れ
は
、
被
保
険
者
が
、
自
宅
前
の

駐
車
場
に
お
い
て
転
倒
し
て
左
肩
を
強
打
し
、
そ
の
治
療
の
た
め
に

入
院
し
た
こ
と
を
理
由
に
、
生
命
保
険
会
社
に
対
し
、
入
院
給
付
金

を
請
求
し
た
事
案
で
あ
る
。

　

判
旨
は
、
医
師
の
所
見
に
は
、
皮
膚
の
損
傷
等
の
転
倒
に
起
因
す

る
客
観
的
な
外
傷
は
な
く
、
負
傷
に
関
す
る
診
断
は
、
医
師
が
控
訴

人
か
ら
聴
取
し
た
事
故
状
況
と
控
訴
人
の
愁
訴
を
基
に
し
た
も
の
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
医
師
の
診
断
結
果
を
も
っ
て
、
直
ち
に
、
控
訴
人

が
主
張
す
る
転
倒
事
故
が
あ
っ
た
と
認
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ま
た
、
控
訴
人
の
本
件
事
故
に
関
す
る
認
識
な
い
し
供
述
内
容
は
、

二
転
三
転
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
本
件
特
約
に
い

う
「
不
慮
の
事
故
」
が
存
在
す
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
た
。

　

オ
．
東
京
地
判
平
成
三
〇
年
一
〇
月
二
六
日D

1-Law
.com

判

例
体
系
〔29051827

〕。
こ
れ
は
、
被
保
険
者
が
、
自
宅
近
く
の
路

上
で
転
倒
し
、
外
傷
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
打
ち
身
、
捻
挫
の
よ
う

な
傷
害
を
負
っ
た
と
し
て
、
損
害
保
険
会
社
に
対
し
、
傷
害
保
険
金

の
支
払
を
求
め
た
事
案
で
あ
る
。

　

判
旨
は
、
診
断
書
に
よ
れ
ば
、
路
上
で
の
転
倒
事
故
と
は
考
え
ら

れ
な
い
記
載
内
容
や
本
件
事
故
当
日
に
整
骨
院
に
行
っ
た
か
の
よ
う

な
記
載
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
原
告
の
供
述
を
信
用
す
る
こ
と
は
で

き
ず
、
そ
の
他
の
全
証
拠
お
よ
び
弁
論
の
全
趣
旨
に
よ
っ
て
も
原
告

が
主
張
す
る
本
件
事
故
の
事
実
を
客
観
的
に
裏
付
け
る
に
足
り
る
証
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拠
の
提
出
は
な
く
、
そ
の
内
容
を
信
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し

た
。

　

カ
．
福
岡
地
裁
令
和
二
年
一
月
三
〇
日
判
決
（
判
例
集
未
登
載
。

平
成
三
〇
年
（
ワ
）
第
三
二
一
六
号
共
済
金
請
求
事
件
）。
こ
れ
は
、

被
共
済
者
が
、
二
度
の
事
故
に
よ
り
、
順
次
第
三
腰
椎
圧
迫
骨
折
、

第
二
腰
椎
圧
迫
骨
折
の
各
傷
害
を
負
い
、
傷
害
を
負
っ
た
都
度
、
治

療
の
た
め
入
院
し
た
が
、
後
遺
障
害
が
残
存
し
た
旨
主
張
し
、
共
済

者
に
対
し
、
共
済
金
の
支
払
等
を
求
め
た
事
案
で
あ
る
。

　

判
旨
は
、
腰
痛
の
原
因
に
つ
い
て
の
説
明
が
変
遷
し
て
い
る
こ
と

は
、
極
め
て
不
自
然
で
あ
る
こ
と
、
腰
椎
の
原
因
に
つ
い
て
の
申
告

は
、
原
告
自
身
に
よ
る
も
の
と
推
認
さ
れ
る
こ
と
等
の
観
点
に
照
ら

す
と
、
本
件
各
事
故
の
発
生
に
係
る
原
告
供
述
部
分
は
、
そ
の
ま
ま

に
信
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
医
療
機
関
の
記
録
等
全
証
拠
に

よ
る
も
、
本
件
各
事
故
の
発
生
を
認
め
る
に
足
り
な
い
と
し
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
い
ず
れ
の
事
案
も
、
不
慮
の
事
故
の
発
生
が
認

め
ら
れ
な
か
っ
た
理
由
は
、
共
通
し
て
、
事
故
の
目
撃
者
が
お
ら
ず
、

原
告
本
人
の
供
述
し
か
な
い
こ
と
、
病
院
の
カ
ル
テ
の
記
載
は
本
人

の
申
告
に
よ
る
こ
と
、
原
告
の
供
述
内
容
に
一
貫
性
が
な
く
、
そ
の

内
容
を
信
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
、
不
慮
の
事
故
を
直
接
の

原
因
と
す
る
こ
と
を
認
め
る
に
足
り
る
客
観
的
な
証
拠
は
な
い
こ
と

が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
3
）
本
判
決
の
検
討

　

本
判
決
は
、
転
倒
事
故
の
発
生
に
つ
い
て
立
証
責
任
を
障
害
給
付

金
請
求
者
側
に
負
わ
せ
て
い
る
。
Ｘ1

は
同
じ
年
の
異
な
る
月
に
異
な

る
場
所
で
計
三
回
転
倒
し
受
傷
し
た
と
主
張
し
て
い
る
が
、
証
拠
上

目
撃
者
は
い
な
い
。
判
旨
は
、
次
の
よ
う
に
本
件
事
故
1
の
発
生
有

無
を
認
定
し
て
い
る
。

　

①
Ｘ1

は
、
複
数
の
転
倒
事
故
の
中
で
は
本
件
事
故
1
が
最
も
痛
み

が
強
く
、
Ａ
大
学
病
院
整
形
外
科
を
受
診
し
た
際
に
も
本
件
事
故
1

に
つ
い
て
申
告
し
て
い
た
旨
供
述
す
る
。
し
か
し
、
本
件
事
故
1
が

あ
っ
た
と
い
う
時
か
ら
、
本
件
訴
訟
を
提
起
す
る
ま
で
の
間
、
医
療

機
関
の
記
録
、
保
険
金
請
求
後
の
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
職
員
と
の
面

談
お
よ
び
裁
定
審
査
会
で
の
問
答
な
ど
で
、
Ｘ1

が
本
件
事
故
1
に
つ

い
て
申
告
し
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
証
拠
は
一
切
な
い
こ
と
は
、
本
件

事
故
1
が
あ
っ
た
と
い
う
Ｘ1

の
主
張
・
供
述
に
重
大
な
疑
問
を
差
し

挟
む
も
の
と
し
て
評
価
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

②
本
件
事
故
1
が
最
も
痛
み
が
強
か
っ
た
な
ら
ば
、
印
象
に
残
る

は
ず
で
、
直
後
に
受
診
し
た
Ａ
病
院
整
形
外
科
に
お
い
て
当
然
そ
の

事
故
に
つ
い
て
申
告
し
、
医
師
が
そ
れ
を
診
療
録
に
記
載
す
る
の
が

通
常
と
い
え
、
少
な
く
と
も
「
無
理
を
し
て
」
と
表
現
す
る
と
は
考

え
ら
れ
な
い
。
か
え
っ
て
、
裁
定
審
査
会
の
手
続
の
過
程
に
お
い
て
、
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本
件
事
故
1
に
つ
い
て
Ｘ1

が
否
定
す
る
言
動
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

本
件
事
故
1
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
推
認
さ
せ
る
根
拠
に
も
な
り
得

る
も
の
で
あ
る
。

　

③
Ｘ1

の
妻
は
、
自
身
の
保
険
代
理
店
で
の
勤
務
経
験
も
踏
ま
え
、

本
件
事
故
1
は
自
宅
に
お
け
る
目
撃
者
の
い
な
い
事
故
で
あ
っ
て
客

観
的
な
証
拠
が
な
い
か
ら
あ
え
て
申
告
し
な
か
っ
た
と
供
述
す
る
が
、

こ
の
よ
う
な
恣
意
的
な
選
択
に
基
づ
く
記
載
自
体
が
、
合
理
的
な
も

の
と
は
い
い
難
く
、
本
件
事
故
1
の
存
在
に
係
る
供
述
の
信
用
性
を

低
下
さ
せ
る
。

　

④
Ｘ1

本
人
お
よ
び
Ｘ1

の
妻
の
各
供
述
は
、
年
齢
等
に
よ
る
記
憶
の

減
退
や
混
同
が
あ
り
得
る
こ
と
を
十
分
考
慮
し
て
も
信
用
に
足
る
も

の
で
は
な
く
、
そ
の
ほ
か
、
本
件
事
故
1
が
あ
っ
た
と
認
め
る
に
足

り
る
証
拠
は
な
い
。

　

以
上
よ
り
、
本
判
決
は
、
単
に
本
件
事
故
1
を
直
接
基
礎
づ
け
る

客
観
的
な
証
拠
が
な
い
と
し
て
本
件
事
故
1
の
立
証
責
任
が
果
た
さ

れ
て
い
な
い
と
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
本
訴
提
起
ま
で
の
Ｘ1

の
本
件

事
故
1
の
申
告
内
容
、
診
療
録
の
記
載
と
の
整
合
性
、
Ｘ1

が
本
件
事

故
1
を
否
定
す
る
言
動
を
し
て
い
た
事
実
、
本
人
尋
問
・
証
人
尋
問

に
お
け
る
Ｘ1

本
人
お
よ
び
Ｘ1

の
妻
の
供
述
内
容
の
信
用
性
を
慎
重
に

検
討
し
、
さ
ら
に
、
Ｘ1

本
人
お
よ
び
Ｘ1

の
妻
の
年
齢
等
に
よ
る
記
憶

の
減
退
や
混
同
が
あ
り
得
る
こ
と
を
十
分
考
慮
し
た
上
で
、
Ｘ1

の
供

述
に
一
貫
性
、
信
用
性
の
低
さ
を
指
摘
し
、
本
件
事
故
1
が
あ
っ
た

と
認
め
る
に
足
り
る
証
拠
は
な
い
と
し
て
、
不
慮
の
事
故
の
発
生
を

否
定
し
た
。

　

証
拠
上
目
撃
者
が
い
な
い
場
合
、
事
故
の
発
生
有
無
や
発
生
状
況

に
関
す
る
事
実
認
定
は
、
専
ら
原
告
の
供
述
の
信
用
性
に
か
か
る
。

と
り
わ
け
高
齢
者
で
あ
る
原
告
の
供
述
が
曖
昧
で
時
に
は
変
遷
が
起

き
る
場
合
に
は
、
立
証
責
任
の
程
度
と
あ
い
ま
っ
て
、
供
述
者
の
年

齢
、
変
遷
原
因
を
慎
重
に
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
（
金
尾
悠
香
「
判

批
」
保
険
レ
ポ
三
四
三
号
六
頁
（
二
〇
二
一
）
同
旨
）。
本
判
決
の

事
実
認
定
は
、
従
来
事
例
と
同
様
な
手
法
を
用
い
て
さ
ら
に
Ｘ1

本
人

（
事
故
発
生
当
時
七
一
歳
）
お
よ
び
Ｘ1

の
妻
の
年
齢
も
踏
ま
え
た
も

の
で
、
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
。

二　

不
慮
の
事
故
の
急
激
性
要
件
に
つ
い
て

（
1
）
急
激
性
要
件
を
め
ぐ
る
学
説

ア
．
急
激
性
の
意
義

　

保
険
法
に
お
い
て
は
、
不
慮
の
事
故
と
は
何
か
の
定
義
規
定
は
設

け
ら
れ
て
い
な
い
（
二
条
）。
そ
の
定
義
は
そ
れ
ぞ
れ
の
約
款
に
委

ね
ら
れ
て
い
る
。
保
険
実
務
上
は
、
不
慮
の
事
故
お
よ
び
不
慮
の
事

故
を
構
成
す
る
三
要
件
で
あ
る
急
激
性
・
偶
然
性
・
外
来
性
の
定
義

が
約
款
で
定
め
ら
れ
て
い
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
生
命
保
険
会
社
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の
扱
う
災
害
関
係
特
約
に
お
い
て
は
、
急
激
性
と
は
、「
事
故
か
ら

傷
害
の
発
生
ま
で
の
経
過
が
直
接
的
で
、
時
間
的
間
隔
の
な
い
こ
と

を
い
い
ま
す
。（
慢
性
、
反
復
性
、
持
続
性
の
強
い
も
の
は
該
当
し

ま
せ
ん
。）」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
（
日
本
生
命
・
特
定
損
傷
保
険
給

付
約
款
の
別
表
12
の
表
1
、
明
治
安
田
生
命
・
傷
害
特
約
［
総
合
保

険
用
］
特
約
条
項
の
別
表
2
の
表
1
等
）。

　

学
説
上
、
急
激
性
の
意
義
に
つ
い
て
、
か
つ
て
は
、
純
粋
に
時
間

的
に
短
期
間
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
と
す
る
見

解
（
以
下
、「
純
粋
的
急
激
説
」
と
い
う
。）
が
通
説
で
あ
っ
た
が
、

近
年
、
予
見
可
能
性
や
結
果
回
避
可
能
性
を
考
慮
し
て
相
対
的
に
判

断
す
べ
き
と
す
る
見
解
（
以
下
、「
相
対
的
急
激
説
」
と
い
う
。）
が

多
く
見
ら
れ
る
。

　

純
粋
的
急
激
説
で
は
、
急
激
性
の
有
無
を
判
断
す
る
に
際
し
、
事

故
が
突
発
的
に
発
生
し
、
原
因
と
な
っ
た
事
故
か
ら
結
果
と
し
て
傷

害
等
が
発
生
す
る
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
（
経
過
）
が
直
接
的
で
時
間
的

間
隔
が
な
い
こ
と
（
山
下
典
孝
「
保
険
事
故
―
急
激
性
」
傷
害
保
険

の
法
理
（
損
害
保
険
事
業
総
合
研
究
所
・
二
〇
〇
〇
）
二
四
頁
・
二

五
頁
、
山
下
友
信
『
保
険
法
』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
五
）
四
五
〇
頁
、

江
頭
憲
治
郎
『
商
取
引
法
〔
第
九
版
〕』（
弘
文
堂
・
二
〇
二
二
）
五

四
七
頁
等
）、
あ
る
い
は
、
い
か
な
る
手
段
を
尽
く
し
て
も
結
果
の

発
生
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
程
度
に
急
迫
し
た
状
態
で
あ

る
こ
と
（
田
辺
康
平
『
現
代
保
険
法
〔
新
版
〕』（
文
眞
堂
・
一
九
九

五
）
二
七
四
頁
）、
要
す
る
に
時
間
的
要
素
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。

　

純
粋
的
急
激
説
の
趣
旨
は
、
疾
病
に
よ
る
死
亡
の
よ
う
な
身
体
の

漸
次
的
衰
弱
、
緩
慢
に
次
第
に
発
生
し
た
身
体
の
異
変
を
傷
害
保
険

の
対
象
か
ら
除
外
す
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
見
解
に
従
え
ば
、
有
毒

物
質
を
長
期
に
継
続
し
て
吸
入
し
た
こ
と
に
よ
る
傷
害
、
長
年
に
わ

た
り
肩
と
手
首
を
継
続
的
に
酷
使
し
た
こ
と
に
よ
る
キ
ー
パ
ン
チ
ャ

ー
の
腱
鞘
炎
、
苛
酷
な
労
働
の
繰
り
返
し
が
原
因
で
あ
る
過
労
死
に

は
「
急
激
性
」
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
相
対
的
急
激
説
で
は
、
す
べ
て
の
事
案
に
つ
い
て

画
一
的
に
純
粋
な
客
観
的
時
間
に
よ
る
判
断
基
準
に
よ
り
決
す
べ
き

で
は
な
く
、
当
該
事
案
に
お
け
る
予
知
と
回
避
の
可
能
性
の
有
無
に

も
着
目
し
て
相
対
的
に
判
断
す
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
山
下

（
典
）・
保
険
法
二
三
九
頁
、
山
下
友
信
『
保
険
法
（
下
）』（
有
斐

閣
・
二
〇
〇
二
）
一
九
八
頁
）。
す
な
わ
ち
、
予
見
可
能
性
（
傷
害

の
結
果
を
予
見
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
か
）、
と
回
避
可
能
性

（
予
見
で
き
た
場
合
で
あ
っ
て
も
傷
害
と
い
う
結
果
の
発
生
を
回
避

す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
か
）
と
い
う
要
素
も
重
要
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
て
い
る
（
岡
田
豊
基
『
現
代
保
険
法
〔
第
二
版
〕』（
中
央
経

済
社
・
二
〇
一
七
）
三
七
七
頁
、
潘
・
概
説
三
〇
〇
頁
、
山
下

（
友
）・
保
険
法
（
下
）
一
九
八
頁
）。
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相
対
的
急
激
説
の
趣
旨
は
、
一
定
の
時
間
的
間
隔
が
あ
っ
た
も
の

の
、
事
故
発
生
に
対
す
る
予
見
不
能
ま
た
は
そ
れ
に
よ
る
傷
害
発
生

に
対
す
る
回
避
不
能
の
ケ
ー
ス
に
お
け
る
被
保
険
者
を
救
済
す
る
た

め
で
あ
る
（
西
島
梅
治
『
保
険
法
〔
第
三
版
〕』（
悠
々
社
・
一
九
九

八
）
三
八
一
頁
、
中
西
正
明
「
補
足
説
明
」
保
レ
ポ
一
三
五
号
八
頁

（
一
九
九
八
）、
山
下
（
友
）
保
険
法
四
五
〇
頁
、
潘
・
概
説
三
〇
〇

頁
、
山
下
（
典
）・
保
険
法
二
三
九
頁
〔
中
村
信
男
〕、
潘
阿
憲
「
コ

メ
ン
ト
」
保
険
レ
ポ
三
四
八
号
九
頁
（
二
〇
二
二
）
等
）。
こ
の
見

解
に
従
え
ば
、
被
保
険
者
が
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、
例
え
ば
、

難
破
船
か
ら
ゴ
ム
ボ
ー
ト
で
脱
出
し
た
被
保
険
者
が
長
時
間
に
わ
た

る
日
光
照
射
に
よ
り
熱
中
症
で
死
亡
し
た
場
合
の
よ
う
に
、
事
故
か

ら
傷
害
が
生
じ
る
ま
で
に
相
当
の
時
間
的
間
隔
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、

な
お
こ
れ
を
回
避
で
き
な
い
場
合
に
つ
い
て
妥
当
な
解
決
が
可
能
と

な
る
（
山
野
嘉
朗
「
近
時
の
事
故
・
災
害
と
傷
害
保
険
の
適
用
範

囲
」
損
保
研
究
七
六
巻
四
号
八
頁
（
二
〇
一
五
））。

　

な
お
、
ド
イ
ツ
保
険
契
約
法
で
も
、
時
間
的
要
素
の
ほ
か
に
、
被

保
険
者
の
傷
害
事
故
の
発
生
に
対
す
る
予
見
不
能
ま
た
は
事
故
に
よ

る
作
用
に
対
す
る
回
避
不
能
と
い
う
要
素
も
用
い
て
判
断
さ
れ
て
い

る
（
西
嶋
梅
治
「『
凍
死
』
と
急
激
・
偶
然
の
要
件
」
生
命
保
険
論

集
一
五
一
号
七
頁
（
二
〇
〇
五
））。

　

し
か
し
、
相
対
的
急
激
説
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
急
激
性
の
中
に

予
見
可
能
性
と
さ
れ
る
偶
然
性
の
要
素
も
含
め
、
急
激
性
と
偶
然
性

の
区
別
が
不
明
確
に
な
る
と
指
摘
さ
れ
た
上
で
、
急
激
に
被
保
険
者

の
予
見
可
能
性
な
い
し
回
避
可
能
性
と
い
う
要
素
を
加
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
被
保
険
者
の
過
失
あ
る
事
故
を
排
除
し
て
し
ま
う
こ
と
に

な
り
得
る
と
い
う
批
判
的
見
解
も
見
ら
れ
る
（
石
田
満
『
商
法
Ⅳ

（
保
険
法
）〔
改
訂
版
〕』（
青
林
書
院
・
一
九
九
七
）
三
四
七
頁
、
黒

田
清
行
「
判
批
」
保
レ
ポ
一
三
五
号
七
頁
（
一
九
九
八
）、
山
下
典

孝
・「
判
批
」
金
判
増
刊
一
六
六
一
号
一
〇
二
頁
（
二
〇
二
三
））。

イ
．
三
要
件
に
お
け
る
急
激
性
の
位
置
づ
け

　

日
本
で
は
、
昭
和
一
二
年
、
損
害
保
険
会
社
の
傷
害
保
険
統
一
約

款
（
案
）
が
急
激
性
要
件
を
規
定
し
て
お
ら
ず
、
実
際
に
急
激
性
要

件
を
置
い
て
い
な
い
約
款
を
採
用
し
て
い
る
会
社
が
主
流
で
あ
っ
た

（
山
野
・
傷
害
保
険
一
二
頁
）。
ま
た
、
昭
和
五
〇
年
代
の
中
頃
ま
で
、

生
命
保
険
会
社
の
災
害
保
障
特
約
に
い
う
不
慮
の
事
故
の
定
義
に

「
急
激
性
」
の
文
言
が
な
か
っ
た
が
、
昭
和
五
八
年
以
降
、「
急
激

性
」
の
語
が
加
え
ら
れ
た
（
西
嶋
・
凍
死
一
八
頁
）。

　

時
間
的
間
隔
が
あ
れ
ば
、
結
果
と
し
て
の
予
知
と
回
避
が
可
能
で

あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
急
激
性
は
、
偶
然
性
の
要
件
を
補
完
す
る

こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
時
間
的
経
過
を
も
っ
て
生
ず
る
身
体
障
害
が

傷
害
な
の
か
疾
病
な
の
か
の
区
別
の
困
難
を
回
避
す
る
観
点
か
ら
、

急
激
性
は
外
来
性
の
要
件
を
補
完
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
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急
激
性
の
要
件
は
、
偶
然
性
と
外
来
性
の
要
件
に
比
べ
れ
ば
、
そ
の

存
在
意
義
は
や
や
小
さ
い
と
す
る
見
解
が
多
い
（
古
瀬
政
敏
「
生
保

の
傷
害
特
約
に
お
け
る
保
険
事
故
概
念
を
め
ぐ
る
一
考
察
」
保
険
学

四
九
六
号
四
五
一
頁
（
一
九
八
二
）。
山
下
（
典
）・
急
激
性
四
四
頁
、

山
下
（
友
）・
保
険
法
四
五
〇
頁
、
山
野
・
傷
害
保
険
一
一
頁
等
）。

ま
た
、
急
激
性
に
お
い
て
は
時
間
の
長
短
は
問
題
と
な
ら
ず
、
事
故

の
経
過
の
客
観
的
偶
然
性
が
重
要
で
あ
る
か
ら
、
急
激
性
は
偶
然
性

の
一
属
性
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
見
解
も
あ
る
（
山
下
丈
「
傷
害
保
険

に
お
け
る
傷
害
概
念
（
二
・
完
）」
民
商
七
五
巻
六
号
二
七
頁
（
一

九
七
七
）、
古
瀬
・
保
険
事
故
概
念
一
三
〇
頁
以
下
）。

ウ
．
小
括

　

以
上
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、「
純
粋
的
急
激
説
」
は
、「
急
激
」
と

い
う
語
を
厳
格
に
解
釈
し
、
約
款
上
の
解
釈
に
近
い
。
一
方
、「
相

対
的
急
激
説
」
は
、
急
激
性
の
判
断
基
準
に
柔
軟
性
が
あ
り
、
多
く

の
ケ
ー
ス
が
救
わ
れ
る
。
両
説
は
、
今
後
も
平
行
し
て
存
在
し
続
け

て
い
く
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

　

私
見
と
し
て
は
傷
害
事
故
な
い
し
不
慮
の
事
故
を
構
成
す
る
た
め

の
急
激
性
、
偶
然
性
、
外
来
性
の
三
つ
の
要
件
は
、
そ
れ
ぞ
れ
重
要

で
あ
り
、
ど
れ
も
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
前

述
の
よ
う
に
、
保
険
約
款
上
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
明
確
な
定
義
が

設
け
ら
れ
て
い
る
。
か
か
る
急
激
の
定
義
に
は
、
予
見
可
能
性
と
い

う
要
素
は
含
ま
れ
て
い
な
い
（
山
野
・
傷
害
保
険
一
二
頁
は
、「
現

在
の
約
款
で
は
こ
れ
が
独
立
し
た
要
件
と
し
て
明
確
に
規
定
さ
れ
て

い
る
以
上
、
傷
害
事
故
の
判
定
に
お
い
て
慎
重
に
解
釈
す
べ
き
」
と

の
見
解
を
示
し
て
い
る
。）。
傷
害
発
生
に
対
す
る
回
避
不
能
の
ケ
ー

ス
に
お
け
る
被
保
険
者
を
救
済
す
る
た
め
と
い
う
相
対
的
急
激
説
の

趣
旨
に
一
理
が
あ
る
も
の
の
、
急
激
性
の
有
無
を
判
断
す
る
際
に
、

結
果
と
し
て
の
予
見
と
い
う
要
素
を
用
い
る
と
、「
急
激
」
と
い
う

言
葉
の
通
常
の
意
味
か
ら
は
離
れ
る
の
み
で
な
く
、
偶
然
性
の
判
断

基
準
と
競
合
し
て
し
ま
い
、
わ
か
り
に
く
く
な
る
。
つ
い
て
は
、
急

激
性
の
有
無
を
判
断
す
る
際
に
回
避
可
能
性
と
い
う
要
素
を
用
い
る

こ
と
に
賛
成
す
る
が
、
予
見
可
能
性
と
い
う
要
素
を
用
い
る
こ
と
は

適
切
で
は
な
い
と
考
え
る
。

（
2
）
急
激
性
の
要
件
を
め
ぐ
る
裁
判
例

　

前
述
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
傷
害
保
険
に
お
け
る
急
激
性
が
問
題

と
な
っ
た
最
高
裁
判
例
は
な
い
。
以
下
に
お
い
て
公
に
さ
れ
て
い
る

下
級
審
裁
判
例
を
考
察
し
て
み
る
。

ア
．
急
激
性
の
意
義
に
関
す
る
裁
判
例

　

急
激
性
の
意
義
に
つ
い
て
判
示
さ
れ
て
い
る
下
級
審
裁
判
例
は
、

①
東
京
地
判
平
成
九
年
二
月
三
日
判
タ
九
五
二
号
二
七
二
頁
、
②
東

京
地
判
平
成
九
年
二
月
二
五
日
判
時
一
六
二
四
号
一
三
六
頁
、
③
大

阪
高
判
平
成
一
二
年
一
月
二
一
日
生
判
一
二
巻
三
五
頁
（
原
審
大
阪
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地
判
平
成
一
一
年
三
月
一
六
日
生
判
一
一
巻
一
七
七
頁
）、
④
大
阪

地
判
平
成
一
五
年
五
月
三
〇
日
生
判
一
五
巻
三
六
三
頁
、
⑤
大
阪
地

判
平
成
一
六
年
二
月
二
七
日
生
判
一
六
巻
一
五
六
頁
、
⑥
東
京
高
判

平
成
一
六
年
七
月
一
三
日
判
時
一
八
七
九
号
一
四
五
頁
、
⑦
東
京
地

判
平
成
一
七
年
三
月
四
日
判
タ
一
二
一
九
号
二
九
二
頁
、
⑧
東
京
地

判
平
成
二
〇
年
二
月
一
三
日
生
判
二
〇
巻
五
四
頁
、
⑨
東
京
地
判
平

成
二
〇
年
三
月
一
三
日D

1-Law
.com

判
例
体
系
〔28220745

〕、

⑩
東
京
地
判
平
成
二
三
年
五
月
一
三
日
生
判
二
三
巻
二
四
七
頁
、
⑪

東
京
高
判
平
成
二
六
年
五
月
二
八
日
判
時
二
二
三
一
号
一
〇
六
頁
が

挙
げ
ら
れ
る
。

　

う
ち
大
半
は
、「
急
激
性
」
と
は
、
保
険
事
故
が
突
発
的
に
発
生

し
、
原
因
と
な
っ
た
事
故
か
ら
結
果
と
し
て
の
傷
害
が
発
生
す
る
ま

で
の
プ
ロ
セ
ス
（
経
過
）
が
直
接
的
で
時
間
的
間
隔
の
な
い
こ
と
を

い
う
と
解
す
べ
き
立
場
を
採
っ
て
い
る
（
前
掲
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑪

裁
判
例
）。
一
部
は
、「
事
故
か
ら
結
果
（
傷
害
）
の
発
生
ま
で
に
時

間
的
間
隔
が
な
く
、
事
故
の
通
常
の
経
過
に
際
し
て
被
保
険
者
が
傷

害
事
故
の
結
果
を
自
己
へ
の
作
用
の
瞬
間
に
も
は
や
回
避
し
得
な
い

よ
う
な
状
況
に
あ
る
」
こ
と
を
い
う
も
の
と
解
し
、「
事
故
が
漸
進

的
・
反
復
的
作
用
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
に
は
、
被
保
険
者
が
そ

の
毀
傷
的
な
結
果
を
予
見
し
回
避
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
ら
、

急
激
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
し
た
（
前
掲
①
裁
判

例
）。
ま
た
、「
時
間
的
間
隔
」
が
な
い
と
は
、
事
故
が
発
生
し
た
当

時
の
具
体
的
状
況
に
照
ら
し
て
、
原
因
た
る
事
故
の
発
生
と
結
果
た

る
傷
害
の
発
生
と
の
間
に
、
結
果
を
回
避
な
い
し
は
軽
減
す
る
た
め

の
時
間
的
間
隔
が
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
と
し
た
（
前
掲
⑨
裁
判

例
）。
結
果
の
予
見
性
と
回
避
可
能
性
に
特
に
言
及
し
て
い
る
の
は

一
件
の
み
見
ら
れ
る
（
前
掲
⑩
裁
判
例
）。

イ
．
急
激
性
が
認
め
ら
れ
な
い
裁
判
例

　

急
激
性
が
認
め
ら
れ
な
い
下
級
審
裁
判
例
は
、
以
下
の
と
お
り
多

く
あ
る
。

　

㋐
過
重
労
働
を
経
て
急
性
心
筋
梗
塞
に
よ
る
死
亡
（
前
掲
①
東
京

地
判
平
成
九
年
二
月
三
日
）。
判
旨
は
、
急
性
心
筋
梗
塞
等
の
疾
病

も
不
慮
の
事
故
に
よ
る
「
傷
害
」
に
含
ま
れ
る
こ
と
が
あ
り
得
る
と

し
つ
つ
も
、
こ
れ
を
惹
起
し
た
過
重
労
働
は
長
期
間
の
持
続
的
・
反

復
的
作
用
と
し
て
進
展
す
る
も
の
で
あ
り
、
い
か
な
る
手
段
を
尽
く

し
て
も
避
け
得
な
い
と
い
っ
た
急
迫
性
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
か

ら
、
過
重
労
働
に
よ
る
死
亡
は
、
事
故
な
い
し
事
故
の
作
用
が
急
激

に
生
じ
た
場
合
に
当
た
ら
な
い
と
し
た
。

　

㋑
作
業
中
の
三
回
の
事
故
に
よ
る
難
聴
（
前
掲
③
大
阪
高
判
平
成

一
二
年
一
月
二
一
日
）。
判
旨
は
、
本
件
難
聴
が
外
傷
性
の
も
の
で

あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
証
明
が
不
十
分
で
あ
り
、
仮
に
、
そ
れ
が

外
傷
性
の
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
本
件
事
故
だ
け
を
直
接
の
原
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因
と
す
る
も
の
か
、
本
件
事
故
以
後
の
三
回
の
事
故
が
競
合
し
て
そ

の
原
因
と
な
っ
て
い
る
の
か
を
確
定
で
き
ず
、
後
者
の
場
合
に
は
急

激
性
を
欠
く
と
い
う
点
で
、
そ
の
証
明
が
不
十
分
で
あ
る
と
い
う
べ

き
で
あ
る
と
し
た
。

　

㋒
熱
中
症
に
よ
る
死
亡
（
前
掲
⑩
東
京
地
判
平
成
二
三
年
五
月
一

三
日
）。
判
旨
は
、
熱
中
症
（
日
射
病
・
熱
射
病
）
に
よ
る
事
故
に

つ
い
て
、
通
常
、
過
度
の
高
温
に
な
る
ま
で
に
相
当
の
時
間
的
間
隔

が
あ
り
、
そ
の
間
に
結
果
発
生
を
予
見
し
て
、
就
寝
前
に
窓
を
開
け

た
り
、
ク
ー
ラ
ー
を
使
用
す
る
な
ど
の
回
避
行
為
を
と
り
得
た
こ
と

も
十
分
考
え
ら
れ
、
急
激
性
を
欠
く
と
し
た
。

　

㋓
粉
塵
の
吸
入
に
よ
る
特
発
性
間
質
性
肺
炎
の
発
症
に
よ
る
死
亡

（
盛
岡
地
水
沢
支
判
平
成
二
三
年
七
月
一
二
日
生
判
二
三
巻
三
六
九

頁
）。
判
旨
は
、
粉
塵
の
吸
入
に
よ
る
特
発
性
間
質
性
肺
炎
の
発
症

ま
で
、
そ
も
そ
も
相
当
の
期
間
が
経
過
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
上
、

特
発
性
間
質
性
肺
炎
か
ら
被
共
済
者
の
死
亡
日
の
六
日
前
で
あ
る
肺

炎
の
発
症
ま
で
約
四
年
を
要
し
て
い
る
か
ら
、「
災
害
」
の
要
件
で

あ
る
「
急
激
」
性
を
欠
く
と
し
た
。

　

㋔
酩
酊
状
態
後
の
低
体
温
症
に
よ
る
死
亡
（
福
岡
高
判
令
元
年
一

〇
月
二
四
日D

1-Law
.com

判
例
体
系
〔28301971

〕。
原
審
・
長

崎
地
判
平
成
三
一
年
四
月
二
二
日D

1-Law
.com

判
例
体
系

〔28301970

〕）。
判
旨
は
、
低
体
温
症
に
至
る
ま
で
の
経
過
は
漸
次

的
で
緩
慢
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
寒
冷
暴
露
に
よ
り
低
体
温
症
に

陥
る
こ
と
を
回
避
で
き
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
こ
と
か
ら
急
激
な

事
故
と
は
い
え
な
い
と
し
、
そ
も
そ
も
飲
酒
や
酩
酊
状
態
を
回
避
で

き
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
こ
と
は
、
急
激
性
の
要
件
を
満
た
し
て

い
る
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
た
。

ウ
．
急
激
性
が
認
め
ら
れ
た
裁
判
例

　

一
方
、
急
激
性
が
認
め
ら
れ
た
下
級
審
裁
判
例
は
、
以
下
の
二
件

し
か
見
当
た
ら
な
い
。

　

㋐
凍
死
な
い
し
低
温
下
で
の
低
体
温
症
に
よ
る
死
亡
（
前
掲
⑨
東

京
地
判
平
成
二
〇
年
三
月
一
三
日
）。
こ
れ
は
、
七
一
歳
の
被
保
険

者
が
別
荘
付
近
の
沢
で
意
識
を
失
っ
て
倒
れ
約
一
一
時
間
が
経
過
し

て
い
る
と
こ
ろ
を
発
見
さ
れ
、
病
院
に
搬
送
さ
れ
た
が
、
重
度
低
体

温
症
で
死
亡
に
至
っ
た
と
い
う
裁
判
例
で
あ
る
。
判
旨
は
、
被
保
険

者
が
沢
に
転
落
し
て
か
ら
死
亡
と
い
う
結
果
が
生
じ
る
ま
で
は
一
連

の
出
来
事
で
あ
り
、
時
間
的
間
隔
は
な
く
、
急
激
性
は
認
め
ら
れ
る

と
し
た
。

　

㋑
泥
酔
の
う
え
吐
瀉
物
を
誤
嚥
し
た
窒
息
死
（
東
京
高
判
平
成
二

六
年
四
月
一
〇
日
判
時
二
二
三
七
号
一
〇
九
頁
。
原
審
・
東
京
地
判

平
成
二
四
年
一
一
月
五
日
判
時
二
二
三
七
号
一
一
八
頁
）。
こ
れ
は
、

被
保
険
者
が
出
張
先
の
中
国
で
取
引
先
と
の
宴
会
に
お
い
て
大
量
に

飲
酒
し
泥
酔
し
た
う
え
で
吐
瀉
物
を
誤
嚥
し
て
窒
息
死
し
た
裁
判
例
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で
あ
る
。
判
旨
は
、
被
保
険
者
の
窒
息
を
も
た
ら
し
た
吐
瀉
物
の
誤

嚥
は
外
来
の
事
故
と
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
誤
嚥
が
突
発

的
に
発
生
し
た
も
の
で
、
窒
息
と
い
う
傷
害
の
結
果
が
発
生
す
る
ま

で
に
時
間
的
間
隔
が
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
被
保
険
者
は
、
急

激
か
つ
偶
然
な
事
故
に
よ
り
死
亡
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
と
し
た
。

（
3
）
本
判
決
の
検
討

　

前
提
事
実
に
よ
れ
ば
、
本
件
傷
害
特
約
に
お
い
て
は
、
障
害
給
付

金
の
支
払
事
由
お
よ
び
保
険
料
払
込
義
務
免
責
事
由
と
し
て
「
不
慮

の
事
故
に
よ
る
傷
害
を
直
接
の
原
因
と
し
て
、
…
…
」
と
定
め
ら
れ

て
い
た
。
そ
し
て
、「
不
慮
の
事
故
」
に
つ
い
て
は
「
急
激
か
つ
偶

発
的
な
外
来
の
事
故
」
で
あ
る
明
確
な
定
義
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い

る
も
の
の
、
急
激
、
偶
発
、
外
来
の
定
義
規
定
は
特
に
設
け
ら
れ
て

い
な
い
。

　

本
判
決
は
、「
不
慮
の
事
故
」
と
は
、
急
激
か
つ
偶
発
的
な
外
来

の
事
故
を
い
う
と
こ
ろ
、「
急
激
」
と
は
、「
原
因
か
ら
結
果
に
至
る

過
程
に
お
い
て
、
結
果
の
発
生
を
避
け
得
な
い
程
度
に
急
迫
し
た
状

態
を
意
味
す
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。」
と
し
て
「
不

慮
の
事
故
」
お
よ
び
「
急
激
」
の
定
義
に
つ
い
て
説
示
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
本
判
決
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。

　

か
か
る
解
釈
は
、
純
粋
的
急
激
説
お
よ
び
そ
の
立
場
に
立
っ
た
多

く
の
裁
判
例
で
用
い
ら
れ
る
「
時
間
的
間
隔
が
な
い
」
と
い
う
表
現

を
採
ら
ず
、
相
対
的
急
激
説
お
よ
び
そ
の
立
場
に
立
っ
た
裁
判
例
で

用
い
ら
れ
る
「
予
見
可
能
性
」
と
い
う
要
素
も
採
ら
ず
、「
結
果
の

発
生
を
避
け
得
な
い
程
度
に
急
迫
し
た
状
態
」
と
い
う
表
現
を
し
て

い
る
。「
結
果
の
発
生
を
避
け
得
な
い
程
度
」
と
い
う
表
現
に
、
結

果
回
避
可
能
性
と
い
う
要
素
を
考
慮
し
て
い
る
も
の
と
解
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
ま
た
、「
急
迫
」
と
い
う
言
葉
に
時
間
的
間
隔
の
な
い

こ
と
を
含
ま
せ
て
い
る
よ
う
に
も
、
そ
れ
よ
り
も
時
間
的
要
素
に
や

や
幅
を
も
た
せ
て
い
る
よ
う
に
も
読
め
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
竹

濵
修
「
追
加
説
明
」
保
険
レ
ポ
三
六
五
号
二
三
頁
（
二
〇
二
四
））。

し
た
が
っ
て
、
不
慮
の
事
故
の
急
激
性
要
件
に
つ
い
て
の
本
判
決
の

解
釈
は
、
適
切
で
あ
る
と
考
え
る
。

三　

複
数
の
転
倒
事
故
を
一
連
の
も
の
と
し
た
場
合
に
不
慮
の
事
故

に
該
当
す
る
か
に
つ
い
て

（
1
）
本
件
の
類
似
裁
判
例

　

急
激
性
に
関
す
る
前
掲
裁
判
例
の
う
ち
、
本
件
事
案
に
類
似
す
る

の
は
、
前
掲
③
大
阪
高
判
平
成
一
二
年
一
月
二
一
日
（
原
審
大
阪
地

判
平
成
一
一
年
三
月
一
六
日
）
の
み
で
あ
る
。

ア
．
事
案
の
概
要

　

こ
れ
は
、
保
険
契
約
者
兼
被
保
険
者
（
原
告
・
控
訴
人
）
が
、
生

命
保
険
会
社
（
被
告
・
被
控
訴
人
）
と
の
間
で
締
結
し
て
い
た
生
命
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保
険
契
約
の
特
約
に
基
づ
き
、
生
命
保
険
会
社
に
対
し
、
作
業
中
の

四
回
の
事
故
に
よ
る
難
聴
に
つ
い
て
高
度
障
害
保
険
金
の
支
払
を
求

め
た
事
案
で
あ
る
。
そ
の
概
要
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

被
保
険
者
は
、
聴
覚
障
害
（
六
級
）
の
等
級
認
定
を
受
け
た
と
こ

ろ
、
建
築
工
事
現
場
に
お
い
て
、
木
造
三
階
建
住
宅
の
二
階
で
う
つ

む
い
て
作
業
中
、
三
階
で
作
業
し
て
い
た
者
が
被
保
険
者
の
頭
部
・

頸
部
付
近
に
落
下
し
、
被
保
険
者
は
頭
部
・
頸
部
に
強
打
を
受
け
、

一
階
に
落
下
し
た
（
以
下
、「
本
件
事
故
」
と
い
う
。）。
そ
の
後
そ

れ
に
引
き
続
く
作
業
中
に
お
け
る
三
回
の
事
故
に
遭
っ
て
、
い
ず
れ

も
高
所
か
ら
重
量
物
が
落
下
し
、
被
保
険
者
の
頭
頸
部
付
近
に
打
撃

を
与
え
、
聴
力
障
害
（
二
級
）
の
認
定
を
受
け
た
と
被
保
険
者
は
主

張
し
た
。

イ
．
争
点
お
よ
び
双
方
の
主
張

　

そ
の
事
案
の
争
点
は
、
本
件
難
聴
は
、
不
慮
の
事
故
を
直
接
の
原

因
と
し
て
発
生
し
た
も
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
被
保
険
者
は
、

急
激
性
と
は
、
偶
発
性
、
外
来
性
と
相
ま
っ
て
、
保
険
事
故
を
定
義

づ
け
る
概
念
で
あ
っ
て
、
発
生
し
た
事
故
が
一
つ
に
限
定
さ
れ
る
も

の
で
は
な
く
、
複
数
の
事
故
が
一
つ
に
な
っ
て
保
険
事
故
と
見
ら
れ

る
場
合
も
存
す
る
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
生
命
保
険
会
社
は
、

本
件
難
聴
は
、
被
保
険
者
が
本
件
事
故
以
前
に
り
患
し
て
い
た
両
感

音
性
難
聴
（
疾
病
）
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
仮
に
、
被
保

険
者
の
主
張
す
る
四
回
の
事
故
が
積
み
重
な
っ
て
難
聴
の
程
度
が
増

悪
し
た
と
し
て
も
、
一
七
か
月
に
わ
た
っ
て
の
増
悪
が
急
激
性
の
要

件
を
欠
く
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

ウ
．
判
旨

　

判
旨
は
、
本
件
事
故
と
そ
れ
に
引
き
続
く
三
回
の
事
故
は
、「
一

年
四
か
月
以
上
の
期
間
に
わ
た
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
複
数

の
事
故
を
一
体
と
し
て
見
た
上
で
、
そ
れ
が
急
激
性
を
有
す
る
と
解

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
本
件
特
約
が
、『
事
故
の
日
か
ら

そ
の
日
を
含
め
て
一
八
〇
日
以
内
に
所
定
の
身
体
障
害
の
状
態
に
該

当
し
た
と
き
』
に
傷
害
給
付
金
を
支
払
う
と
し
て
い
る
趣
旨
に
照
ら

し
て
も
、
一
年
四
か
月
以
上
の
期
間
に
わ
た
る
複
数
の
事
故
が
、

『
不
慮
の
事
故
』
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。」

「
し
た
が
っ
て
、
本
件
難
聴
に
つ
い
て
、
本
件
事
故
以
後
の
三
回
の

事
故
が
競
合
し
て
そ
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
急
激
性
を

欠
き
保
険
事
故
に
は
該
当
し
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」
と
判
示

し
、
被
保
険
者
の
請
求
を
棄
却
し
た
。

（
2
）
本
判
決
の
検
討

ア
．
複
数
の
転
倒
事
故
の
一
連
性

　

Ｘ
ら
は
、
本
件
転
倒
1
お
よ
び
本
件
転
倒
2
と
本
件
事
故
1
を
一

連
の
も
の
と
し
て
捉
え
た
も
の
を
本
件
事
故
2
と
し
、
こ
れ
が
『
不

慮
の
事
故
』
に
当
た
る
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
本
判
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決
で
は
、「
本
件
転
倒
1
と
本
件
転
倒
2
に
は
約
二
週
間
、
本
件
転

倒
2
と
本
件
事
故
1
に
は
約
三
か
月
も
の
間
隔
が
あ
る
」
こ
と
、
お

よ
び
「
転
倒
し
た
と
い
う
態
様
や
同
転
倒
に
至
る
経
緯
も
全
く
異
な

る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
に
相
互
の
関
連
性
は
認
め
ら
れ
な
い
」

こ
と
か
ら
、「
こ
れ
ら
を
一
連
の
も
の
と
捉
え
て
、
原
因
か
ら
結
果

に
至
る
過
程
に
お
い
て
、
結
果
の
発
生
を
避
け
得
な
い
程
度
に
急
迫

し
た
状
態
と
観
念
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
よ
っ
て
、
本
件
転
倒
1
、

本
件
転
倒
2
及
び
本
件
事
故
1
を
一
連
の
も
の
と
し
た
本
件
事
故
2

は
、
そ
も
そ
も
『
不
慮
の
事
故
』
に
は
当
た
ら
な
い
と
い
う
べ
き
で

あ
る
」
と
し
て
い
る
。

　

要
す
る
に
、
①
本
件
事
故
2
は
そ
れ
ぞ
れ
の
転
倒
が
独
立
し
て
発

生
し
て
い
る
こ
と
、
②
複
数
の
転
倒
事
故
の
間
に
間
隔
が
相
当
あ
る

こ
と
、
③
そ
れ
ぞ
れ
の
転
倒
の
態
様
や
経
緯
も
全
く
異
な
る
こ
と
、

か
つ
、
④
複
数
の
転
倒
事
故
に
相
互
の
関
連
性
が
な
い
こ
と
を
理
由

と
し
て
、
こ
れ
ら
の
転
倒
事
故
の
一
連
性
を
否
定
す
る
と
と
も
に
、

「
原
因
か
ら
結
果
に
至
る
過
程
に
お
い
て
、
結
果
の
発
生
を
避
け
得

な
い
程
度
に
急
迫
し
た
状
態
」
と
い
う
急
激
性
要
件
を
満
た
す
こ
と

を
認
め
な
い
た
め
、
本
件
事
故
2
は
、
不
慮
の
事
故
に
該
当
し
な
い

と
判
断
し
て
い
る
。
か
か
る
判
断
は
妥
当
で
あ
る
。

イ
．
仮
に
本
件
転
倒
1
と
2
を
そ
れ
ぞ
れ
単
独
の
不
慮
の
事
故
と

し
て
災
害
保
険
金
を
請
求
で
き
る
か

　

本
判
決
は
、
本
件
転
倒
1
お
よ
び
本
件
転
倒
2
に
つ
い
て
は
、
そ

の
発
生
自
体
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
Ｘ
ら
は
、
な
ぜ
本

件
転
倒
1
と
2
を
そ
れ
ぞ
れ
単
独
の
不
慮
の
事
故
と
し
て
、
Ｙ
保
険

会
社
に
請
求
し
な
か
っ
た
か
は
そ
の
理
由
が
明
ら
か
で
は
な
い
。
判

旨
か
ら
は
、
Ｘ
ら
は
、
本
件
転
倒
1
と
2
を
そ
れ
ぞ
れ
単
独
の
不
慮

の
事
故
と
特
定
し
て
主
張
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
と
示
唆
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
に
お
い
て
、
仮
に
Ｘ
ら
は
、

本
件
転
倒
1
と
2
を
別
々
に
不
慮
の
事
故
と
特
定
し
て
主
張
す
る
の

で
あ
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
結
論
に
な
る
か
を
若
干
検
討
す
る
。

　

本
件
転
倒
1
に
つ
い
て
は
、「
身
体
障
害
者
診
断
書
・
意
見
書

（
肢
体
不
自
由
用
）」
に
お
い
て
、
障
害
名
は
「
体
幹
運
動
機
能
障

害
」、
原
因
と
な
っ
た
外
傷
名
は
「
腰
椎
圧
迫
骨
折
（
外
傷
）」、
総

合
所
見
と
し
て
、「
体
幹
機
能
の
著
し
い
障
害
の
た
め
第
五
級
に
相

当
す
る
」
と
の
記
載
が
あ
る
。
そ
し
て
、
本
件
転
倒
2
に
つ
い
て
は
、

「
障
害
診
断
書
」
に
お
い
て
、
傷
病
名
は
「
胸
腰
椎
多
発
圧
迫
骨
折
、

腰
部
脊
柱
管
狭
窄
症
」、
原
因
は
「
転
倒
（
傷
害
）
に
よ
る
外
因

（
患
者
申
告
）」、
回
復
の
可
能
性
と
症
状
の
固
定
に
つ
い
て
の
意
見

は
「
脊
椎
変
形
は
残
存
す
る
も
の
」
と
の
記
載
が
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
本
件
傷
害
特
約
に
お
い
て
は
、
障
害
給
付
金
の
支
払

事
由
や
保
険
料
払
込
免
除
事
由
と
し
て
「
被
保
険
者
が
責
任
開
始
時
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以
後
に
発
生
し
た
不
慮
の
事
故
に
よ
る
傷
害
を
直
接
の
原
因
と
し
て
、

そ
の
事
故
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
八
〇
日
以
内
で
、
か
つ
、
こ
の
特

約
の
保
険
期
間
中
に
障
害
状
態
に
な
っ
た
」
こ
と
が
要
件
と
定
め
ら

れ
て
い
る
。「
一
八
〇
日
以
内
」
と
す
る
趣
旨
は
、
事
故
の
発
生
と

傷
害
等
の
結
果
と
の
相
当
因
果
関
係
を
判
定
す
る
た
め
に
必
要
と
さ

れ
る
期
間
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
い
う
「
障
害
状

態
に
な
っ
た
」
と
は
、
回
復
の
見
込
み
が
な
く
な
っ
た
、
す
な
わ
ち

障
害
状
態
が
固
定
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
保
険
各
社
の
障
害
診
断

書
に
は
「
症
状
固
定
日
」
と
い
う
欄
が
設
け
ら
れ
て
い
る
の
が
一
般

的
で
あ
る
。
実
務
と
し
て
は
、
不
慮
の
事
故
の
日
か
ら
起
算
し
て

「
症
状
固
定
日
」
ま
で
が
一
八
〇
日
以
内
か
ど
う
か
で
判
断
さ
れ
る
。

　

本
件
に
お
い
て
、
診
断
書
の
「
症
状
固
定
日
」
の
記
載
が
ど
う
な

っ
て
い
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
裁
判
の
中
で
は
一
八
〇
日
超
が
問

題
に
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
障
害
症
状
の
固
定
時
期
が
一
八
〇

日
以
内
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
仮
に
Ｘ
ら
は
、

本
件
転
倒
1
と
本
件
転
倒
2
を
別
々
に
不
慮
の
事
故
と
特
定
し
て
請

求
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
保
険
会
社
か
ら
通
常
、
障
害
給
付
金
と
し
て

災
害
保
険
金
額
に
そ
の
身
体
障
害
の
状
態
が
該
当
す
る
種
目
に
対
応

す
る
給
付
割
合
を
乗
じ
て
支
払
わ
れ
、
保
険
料
払
込
が
免
除
さ
れ
る

可
能
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

四　

約
款
上
の
軽
微
な
外
因
条
項
の
適
用
に
つ
い
て

　

Ｙ
保
険
会
社
は
、「
Ｘ1

は
骨
粗
し
ょ
う
症
に
罹
患
し
て
い
た
も
の

で
あ
り
、
本
件
骨
折
は
骨
粗
し
ょ
う
症
が
原
因
で
あ
る
」
と
主
張
し

て
い
る
。
つ
ま
り
、
疾
病
ま
た
は
体
質
的
な
要
因
を
有
す
る
Ｘ1

の
骨

折
は
「
軽
微
な
外
因
」
に
す
ぎ
ず
、
急
激
か
つ
偶
発
的
な
外
来
の
事

故
か
ら
除
外
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
本
判
決
で
は
、
こ

れ
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
以
下
に
お
い
て
、
仮

に
本
件
事
故
1
が
存
在
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
約
款
上
の

軽
微
な
外
因
条
項
が
適
用
さ
れ
得
る
か
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
み
る
。

（
1
）
約
款
上
の
規
定

　

生
命
保
険
会
社
の
扱
う
災
害
関
係
特
約
で
は
、
疾
病
ま
た
は
体
質

的
な
要
因
を
有
す
る
者
が
軽
微
な
外
因
に
よ
り
発
症
し
ま
た
は
そ
の

症
状
が
増
悪
し
た
場
合
に
お
け
る
、
そ
の
軽
微
な
外
因
と
な
っ
た
事

故
は
不
慮
の
事
故
か
ら
除
外
さ
れ
る
旨
が
定
め
ら
れ
て
い
る
（
以
下
、

「
軽
微
な
外
因
条
項
」
と
い
う
。）
の
が
通
例
で
あ
る
。
本
件
傷
害
特

約
で
も
、
同
様
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
（
前
提
事
実
1
．（
2
）

た
だ
し
書
き
参
照
）。

　

軽
微
な
外
因
条
項
の
趣
旨
は
、
通
常
人
な
ら
ば
傷
害
が
発
生
し
な

い
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
被
保
険
者
の
疾
病
ま
た
は
体
質

的
な
要
因
を
有
す
る
場
合
、
軽
微
な
外
因
に
よ
っ
て
も
重
大
な
結
果

が
発
生
す
る
蓋
然
性
が
高
い
反
面
、
原
因
と
な
る
べ
き
軽
微
な
外
因
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は
そ
の
要
因
と
の
関
連
か
ら
し
て
当
事
者
が
予
見
し
て
事
故
発
生
を

避
け
る
こ
と
が
容
易
で
、
必
ず
し
も
傷
害
保
険
で
こ
の
リ
ス
ク
を
カ

バ
ー
す
る
必
要
性
が
高
く
な
く
、
疾
病
ま
た
は
体
質
的
な
要
因
に
よ

る
被
保
険
者
の
傷
害
等
は
、
疾
病
保
険
ま
た
は
生
命
保
険
が
カ
バ
ー

す
る
領
域
で
あ
る
か
ら
と
解
さ
れ
る
（
潘
・
概
説
三
〇
三
頁
、
山
下

（
典
）・
保
険
法
二
四
〇
頁
等
参
照
）。
な
お
、
軽
微
な
外
因
に
関
す

る
立
証
責
任
は
、
軽
微
な
外
因
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
保
険
者
が

負
う
（
山
下
（
友
）・
保
険
法
（
下
）
二
八
三
頁
注
二
七
四
）。

（
2
）
軽
微
な
外
因
条
項
の
適
用
に
関
す
る
裁
判
例

　

裁
判
例
で
は
、
軽
微
な
外
因
に
該
当
す
る
と
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、

左
股
関
節
に
固
定
手
術
を
受
け
た
被
保
険
者
が
、
積
雪
時
に
後
押
し

て
い
た
車
の
急
発
進
に
よ
り
転
倒
し
、
固
定
状
態
が
悪
化
し
た
結
果
、

左
股
関
節
の
用
を
全
く
永
久
に
失
っ
た
事
例
（
熊
本
地
判
昭
和
六
三

年
九
月
二
一
日
生
判
五
巻
三
二
八
頁
）、
肝
硬
変
の
持
病
が
あ
る
被

保
険
者
が
自
宅
階
段
か
ら
転
落
し
て
二
日
後
に
病
院
で
死
亡
し
た
事

例
（
神
戸
地
尼
崎
支
判
平
成
一
一
年
四
月
二
二
日
生
判
一
一
巻
二
五

九
頁
）、
脳
器
質
性
人
格
変
化
の
精
神
神
経
症
、
嚥
下
障
害
等
に
罹

患
し
て
い
た
被
保
険
者
が
食
物
誤
嚥
に
よ
る
窒
息
で
死
亡
し
た
事
例

（
東
京
地
判
平
成
一
七
年
一
月
二
一
日
生
判
一
七
巻
二
八
頁
）、
肝
硬

変
に
罹
患
し
た
被
保
険
者
が
入
院
中
に
ベ
ッ
ド
か
ら
転
落
し
た
後
に

慢
性
硬
膜
下
血
腫
を
発
症
し
た
結
果
、
死
亡
し
た
事
例
（
さ
い
た
ま

地
判
平
成
二
四
年
六
月
一
日
生
判
二
四
巻
三
二
四
頁
と
控
訴
審
・
東

京
高
判
平
成
二
四
年
一
二
月
一
九
日
生
判
二
四
巻
六
四
二
頁
）
な
ど

が
あ
る
。

　

そ
し
て
、
軽
微
な
外
因
に
該
当
し
な
い
と
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、

高
血
圧
等
の
基
礎
疾
患
に
よ
り
脳
内
血
管
に
異
常
の
あ
っ
た
被
保
険

者
が
交
通
事
故
後
に
小
脳
出
血
を
起
こ
し
て
死
亡
し
た
事
例
（
大
阪

高
判
平
成
一
五
年
一
二
月
二
五
日
生
判
一
五
巻
八
三
三
頁
。
一
審
・

奈
良
地
判
平
成
一
四
年
八
月
三
〇
日
金
判
一
一
五
七
号
五
一
頁
は
軽

微
な
外
因
に
該
当
す
る
と
し
て
い
た
。）、
脳
血
管
性
認
知
症
に
罹
患

し
て
い
た
高
齢
の
被
保
険
者
が
食
べ
物
の
誤
嚥
に
よ
る
窒
息
で
死
亡

し
た
事
例
（
東
京
地
判
平
成
一
七
年
三
月
二
四
日
生
判
一
七
巻
二
八

二
頁
）
な
ど
が
あ
る
。

（
3
）
軽
微
な
外
因
条
項
の
適
用
を
め
ぐ
る
見
解

　

軽
微
な
外
因
条
項
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
二
通
り
の
見
解
が

見
ら
れ
る
（
山
下
（
友
）・
保
険
法
（
下
）
二
八
三
頁
参
照
）。
す
な

わ
ち
、
疾
病
ま
た
は
体
質
的
な
要
因
を
有
す
る
者
の
事
故
と
傷
害
等

の
結
果
と
の
相
当
因
果
関
係
か
ら
判
断
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
す
る

見
解
（
山
下
徹
哉
「
判
批
」
保
険
レ
ポ
二
八
一
号
二
〇
頁
（
二
〇
一

四
））
と
、
約
款
の
文
言
上
「
軽
微
」
か
否
か
は
因
果
関
係
と
は
別

に
、
独
立
に
判
断
さ
れ
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
と
す
る
見
解

（
伊
藤
雄
司
「
判
批
」
保
険
レ
ポ
二
八
〇
号
九
頁
（
二
〇
一
四
））
で
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あ
る
。
前
者
の
見
解
で
は
、
軽
微
な
外
因
条
項
は
、
そ
れ
が
な
く
と

も
、
事
故
と
結
果
と
の
間
に
相
当
因
果
関
係
が
あ
る
場
合
は
保
険
給

付
が
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
的
に
定
め
た
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
一
方
、
後
者
の
見
解
で
は
、
軽
微
な
外
因
条
項
が
不
慮
の
事
故
、

特
に
外
来
の
要
件
の
除
外
事
由
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

相
当
因
果
関
係
に
関
す
る
確
認
的
条
項
と
見
る
べ
き
で
は
な
く
、
独

自
の
存
在
意
義
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
山
下

友
信
先
生
は
、
軽
微
か
ど
う
か
は
相
当
因
果
関
係
の
観
点
を
除
い
て

判
断
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
と
い
う
観
点
か
ら
、
前
者
の
理
解

を
支
持
し
て
い
る
（
山
下
（
友
）・
保
険
法
（
下
）
二
八
四
頁
）。

　

前
者
の
見
解
で
は
保
険
給
付
の
対
象
が
広
く
な
る
か
ら
、
よ
り
多

く
の
ケ
ー
ス
が
救
わ
れ
る
。
一
方
、
後
者
の
見
解
で
は
実
務
的
に
比

較
的
対
応
し
や
す
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
4
）
本
判
決
の
検
討

　

本
件
事
故
1
に
つ
い
て
、
Ａ
大
学
病
院
整
形
外
科
の
医
師
Ｅ
が
作

成
し
た
Ｙ
保
険
会
社
宛
て
の
障
害
診
断
書
に
は
、
傷
病
名
「
胸
腰
椎

多
発
圧
迫
骨
折
、
腰
部
脊
柱
管
狭
窄
症
」
の
原
因
は
、「
骨
粗
鬆
症
」

と
医
師
に
よ
る
推
定
が
さ
れ
、
テ
リ
パ
ラ
チ
ド
治
療
（
テ
リ
ボ
ン
皮

下
注
射
）
や
プ
ラ
リ
ア
治
療
を
施
行
す
る
、
す
な
わ
ち
骨
粗
鬆
症
を

治
療
す
る
と
証
明
さ
れ
て
い
る
。
骨
粗
鬆
症
と
は
、「
骨
の
量
（
骨

量
）
が
減
っ
て
骨
が
弱
く
な
り
、
骨
折
し
や
す
く
な
る
病
気
」
で
あ

る
（
日
本
整
形
外
科
学
会https://w

w
w

.joa.or.jp/public/sick/
condition/osteoporosis.htm

l

。
最
終
閲
覧
日
：2024/03/15

）。

　

仮
に
本
件
事
故
1
が
存
在
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
前
者

の
見
解
に
従
え
ば
、
被
保
険
者
が
骨
粗
鬆
症
ま
た
は
骨
粗
鬆
症
の
体

質
を
有
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
転
倒
事
故
と
変
形
障
害
な
い
し
脊

椎
変
形
と
の
間
に
相
当
因
果
関
係
が
あ
る
か
ら
、
不
慮
の
事
故
に
該

当
す
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
後
者
の
見
解
に
従
え
ば
、
骨
粗
鬆
症

と
い
う
疾
病
が
原
因
で
あ
る
こ
と
や
「
ぎ
っ
く
り
腰
」
と
い
う
記
載

が
あ
る
以
上
、
軽
微
な
外
因
条
項
が
適
用
さ
れ
不
慮
の
事
故
に
該
当

し
な
い
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

　

本
件
は
、
同
じ
年
の
異
な
る
月
に
発
生
し
た
と
さ
れ
る
三
回
の
転

倒
を
一
連
の
も
の
と
す
る
も
の
が
不
慮
の
事
故
に
該
当
す
る
か
が
争

わ
れ
た
事
案
で
あ
る
。
本
判
決
は
、
転
倒
事
故
の
発
生
に
つ
い
て
立

証
責
任
は
障
害
給
付
金
請
求
者
側
に
あ
る
と
さ
れ
、
請
求
者
側
の
供

述
を
医
療
審
査
書
等
に
照
ら
し
て
一
貫
性
や
整
合
性
が
あ
る
か
を
確

認
し
た
結
果
、
本
件
事
故
1
に
つ
い
て
は
、
事
故
の
存
在
を
窺
わ
せ

る
客
観
的
な
証
拠
は
一
切
な
く
、
本
件
事
故
2
に
つ
い
て
は
、
ま
ず

約
款
上
の
不
慮
の
事
故
の
急
激
性
要
件
を
解
釈
し
た
上
で
、
各
転
倒

と
本
件
事
故
1
と
の
間
隔
や
転
倒
の
態
様
、
転
倒
に
至
る
経
緯
が
異
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な
る
、
か
つ
相
互
の
関
連
性
が
な
い
こ
と
か
ら
、
複
数
の
転
倒
事
故

の
一
連
性
を
否
定
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
を
一
個
の
事
故
と
し
て

不
慮
の
事
故
の
判
断
対
象
と
な
り
得
る
も
の
の
急
激
性
要
件
を
満
た

す
こ
と
を
認
め
な
い
た
め
、
傷
害
保
険
の
不
慮
の
事
故
に
は
当
た
ら

な
い
と
判
示
し
て
い
る
。
か
か
る
結
論
は
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

不
慮
の
事
故
の
存
否
の
認
定
に
つ
い
て
、
証
拠
上
目
撃
者
は
お
ら

ず
、
専
ら
高
齢
者
で
あ
る
原
告
の
供
述
の
信
用
性
に
か
か
っ
て
い
る

本
判
決
は
、
事
例
的
意
義
が
あ
る
裁
判
例
で
あ
る
。
ま
た
、
不
慮
の

事
故
の
急
激
性
要
件
に
つ
い
て
、
本
判
決
は
、「
原
因
か
ら
結
果
に

至
る
過
程
に
お
い
て
、
結
果
の
発
生
を
避
け
得
な
い
程
度
に
急
迫
し

た
状
態
を
意
味
す
る
」
と
す
る
解
釈
も
理
論
的
に
参
考
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
本
判
決
で
最
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
独
立
し
て
発
生
と

さ
れ
た
複
数
の
事
故
を
一
連
の
も
の
と
す
る
「
一
個
の
事
故
」
が
約

款
に
い
う
「
不
慮
の
事
故
」
に
該
当
す
る
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
争
点
の
判
例
は
、
大
阪
高
裁
平
成
一
二
年
の
裁
判

例
と
本
件
の
み
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
複
数
の
事
故
の
間
に
間
隔
が
相

当
あ
る
た
め
、
急
激
性
を
否
定
し
不
慮
の
事
故
に
該
当
す
る
こ
と
は

認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
本
判
決
は
、
複
数
の
事
故
の
時
間

的
間
隔
の
み
で
な
く
、
個
々
の
出
来
事
の
態
様
、
経
緯
、
相
互
の
関

連
性
と
い
っ
た
観
点
か
ら
も
検
討
し
た
点
で
事
例
的
意
義
が
あ
る
裁

判
例
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
本
件
は
、
複
数
の
転
倒
事
故
を
そ
れ
ぞ
れ
単
独
に
不

慮
の
事
故
と
特
定
し
て
主
張
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
事
案
で
あ
る
。

し
か
し
、
本
判
決
は
、
単
に
原
告
の
主
張
す
る
「
一
個
の
事
故
」
が

「
不
慮
の
事
故
」
に
当
た
る
か
を
判
断
し
た
の
に
と
ど
ま
り
、
個
々

の
転
倒
事
故
が
不
慮
の
事
故
に
該
当
す
る
か
に
つ
い
て
は
全
く
検
討

を
行
わ
な
か
っ
た
点
に
や
や
疑
問
が
あ
る
。

李　
　

鳴


